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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（改正案） 

 

我が国の血液事業は、昭和三十九年の閣議決定及び昭和六十年八月の血液事業検討

委員会の中間報告等において、すべての血液製剤を国内献血により確保するとされた

が、血漿
しょう

分画製剤の一部については、すべてを未だに国外血に依存しているものも

ある。このような現状を踏まえ、血液製剤（安全な血液製剤の安定供給の確保等に関

する法律（昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。）第二条第一項に規定す

る血液製剤をいう。以下同じ。）の安定的な供給が確保され、かつ、国内自給の確保が

推進されるよう一層の取組を進めることが必要である。 

また、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるＨＩＶ（ヒト免疫不全ウ

イルス）感染問題という、深甚な苦難を経験しており、これを教訓として、今後、重

大な健康被害が生じないよう、血液製剤の安全性を向上するための施策が進められて

いる。 

本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法第九条第一項に基づき厚生労働大臣が策定

する血液製剤の安全性の向上及び安定供給を確保するための基本的な方針であり、今

後の血液事業の方向性を示すものである。血液事業は、本方針、本方針に基づき定め

る献血推進計画及び需給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採血事

業者が定める献血受入計画に基づいて一体的に進められることが必要である。 

本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必要があることなど

から、厚生労働大臣は、法第九条第三項に基づき、少なくとも五年ごとに再検討を加

え、必要があると認めるときは、これを変更することとする。 

 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向 

一 基本的な考え方 

血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なものであることを、国

民にまず十分認識されることが必要である。 

国並びに地方公共団体（都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。））、採

血事業者、製造販売業者等（製造販売業者、製造業者及び販売業者をいう。以下

同じ。）、医療関係者など血液事業に関わる者（以下「国等」という。）は、法に基

づき課せられた責務を確実に果たすとともに、法に掲げられた基本理念の実現に

向け、各般の取組を進めることが必要である。 

法においては、基本理念として次の項目が掲げられている。 

１ 安全性の向上 

血液製剤は、人の血液を原料としていることから、感染症の発生のリスクを
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有している。科学技術の進歩により、病原体の発見、その検査法や不活化・除

去技術の開発・導入等を通じ、そのリスクは著しく低減してきている。しかし、

近年でも血液製剤を介しての感染症の発生は報告されており、そのリスクは完

全には排除されていない。血液製剤は医療の領域に多くの成果をもたらすもの

であり、常に最新の科学的知見に基づき、血液の採取から製造、供給、使用に

至るまで、安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要である。 

これまで、血液製剤については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）（以下「医薬品医

療機器等法」という。）に基づき、その安全性の確保を図ってきたところである

が、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるＨＩＶ感染問題という、

深甚な苦難を経験しており、より一層の安全確保対策の充実が求められている。

国は、平成十四年七月に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法

の一部を改正する法律（平成十四年法律第九十六号）を踏まえ、安全性情報の

収集・評価及び保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための必要な措置

等の安全対策が迅速かつ的確に行われ、常にその実効性が検証されるような体

制によって血液事業を運営していくこととする。 

２ 国内自給と安定供給の確保 

国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤

が、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、

海外の血液に依存しなくても済む体制を構築すべきである。 

また、国は、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製剤を献血により確

保し、医療需要に応じて過不足なく安定的に供給する必要がある。特に、国は、

血 漿
しょう

分画製剤については、供給の見通しを踏まえた検討を行った上で、毎年

度、需給計画を定めることにより、安定的な供給を確保することとする。 

３ 適正使用の推進  

医療関係者は、血液製剤が献血により得られる血液を原料とする貴重なもの

であること及び原料である血液の特性にかんがみ、患者に真に必要な場合に限

って血液製剤を使用する適正な使用を一層推進する必要がある。 

４ 公正の確保及び透明性の向上  

国等は、献血者の善意にこたえ、国民の理解と協力を得ることができるよう、

献血の推進、適正使用の推進等法に基づく血液事業に係る施策の策定及び実施

状況等につき、十分な分かりやすい情報を公開・提供する必要がある。また、

国等は、血液事業の公正かつ透明な運営を確保することとする。 

また、法に基づき、国等には、次のような責務が課されている。 
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１ 国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に

関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。また、

血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の

理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関す

る施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると

ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めな

ければならない。 

４ 血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定

的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報

の収集及び提供に努めなければならない。 

５ 医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるととも

に、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。 

  二 国民の理解と参加 

国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提供されることによ

って生命と健康が守られているということを理解し、積極的に献血に協力するこ

となどを通じ、国民が今後の血液事業の健全な展開に参加することが期待される。 

 

第二 血液製剤についての中期的な需給の見通し  

血液製剤及び用法、効能及び効果について血液製剤と代替性がある医薬品又は再

生医療等製品であって安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

（昭和三十一年厚生省令第二十二号）（以下「規則」という。）で定めるもの（以下

「血液製剤代替医薬品」という。）の需給動向を勘案しつつ、それらの中期的な需給

の見通しとして、二千二十三年度までの今後五年間の状況について考察する。 

  一 輸血用血液製剤  

輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、すべて国内献血で賄われている。直近

五年間でみると、需要は横ばい又は減少傾向となっている。輸血用血液製剤を多

く使用する高齢者が増加するものの、腹腔鏡下内視鏡手術など出血量を抑えた医

療技術の進歩等により、この傾向は今後も続くものと製造販売業者は予測してい

るが、今後の需要を注視する必要がある。引き続き、我が国の医療需要に応じた

供給が確保される必要がある。 
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 二 血漿
しょう

分画製剤 

免疫グロブリン製剤の需要は近年増加傾向にあり、製造販売業者において更に

適応を拡大する開発が進められていることから、今後の需要を注視する必要があ

る。 

アルブミン製剤の需要は近年減少傾向となっている。また、血液凝固第Ⅷ因子

製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤（複合体製剤を除く。）の需要も、近年横ばい傾向

となっており、いずれも需要に見合う供給が見込まれる。 

引き続き、我が国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。 

三 血液製剤代替医薬品 

血液凝固第Ⅷ因子製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤等については、血液製剤代替

医薬品として、遺伝子組換え製剤が供給されている状況にある。引き続き、我が

国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。 

 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項                                                    

一 輸血用血液製剤 

国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤についての中期的

な需給の見通しを踏まえ、第四に示すとおり、計画的な献血の推進に努め、血液

製剤の国内自給の確保のために必要な献血量を確保することが求められる。 

今後も、効率的な献血の受入や、献血者の確保のための努力が続けられること

に加え、血液製剤の適正使用の推進により、引き続き医療需要に応じた国内献血

による輸血用血液製剤の供給を確保する。 

二 血漿
しょう

分画製剤 

血 漿
しょう

分画製剤についても、一と同様に、国内自給の確保のために必要な献血

量を確保することが求められる。 

国、採血事業者、製造販売業者等は、第五に示すとおり、国内の献血により得

られた血液がすべて有効に利用され、医療需要に応じて、血液製剤として国内に

過不足なく供給されるよう、血液製剤の国内自給の確保に向けた製造及び供給の

ための体制を整備し、血液事業の安定的な運営を通じて、血液製剤の安定供給を

確保する必要がある。 

このため、採血事業者、製造販売業者等は、採血から製造及び供給に至るすべ

ての段階において、事業の最大限の効率化及び合理化を図ることが必要である。 

なお、採血事業者における平成三十年度の採血体制での原料血漿最大確保量は
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約百万リットルである。加えて、採血事業者が実施又は検討中の新たな原料血漿
しょう

確保策により、二千二十三年までには約二十万リットルの原料血 漿
しょう

が平成三十

年度と同じ献血者数から確保できる見込みである。一方、国内製造販売業者の必

要原料血 漿
しょう

量は二千二十三年には百三十八万リットルに達するとの推計もある。

このため、国は、血 漿
しょう

分画製剤を供給する製造販売業者等の協力を得て、国内の

医療需要を踏まえた原料血漿
しょう

の需要見通しを実施するとともに、採血事業者は、

新たな原料血 漿
しょう

確保策の早期実施に加え、我が国の医療需要に応じた更なる原

料血漿
しょう

の確保に取り組んでいく必要がある。 

国は、外国血液由来の血 漿
しょう

分画製剤の原料を国内献血由来の原料に置き換え

て国内に導入するという製造販売方針を有する製造販売業者等に国内献血由来

の原料を配分することにより、希少疾病用医薬品を含む全ての血 漿
しょう

分画製剤の

国内自給の確保を推進するような方策を検討する 

また、国内における免疫グロブリン製剤の需要増に対してアルブミン製剤の需

要は減少傾向にあり、更に、組織接着剤の国内自給の減少により、未利用の中間

原料が発生する現状にある。国は、これら未利用の中間原料を国内自給の確保を

推進する製造販売方針を有する製造販売業者等に配分する方策を検討する。 

なお、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン製剤については、

国内での原料血漿
しょう

確保に向けた具体的な方策を検討していく必要がある。 

三 医療関係者等に対する啓発等 

国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、医療関係者及び患者又

はその家族（以下「患者等」という。）に対し、国内の献血により得られた血液に

由来する製剤の意義についての啓発に取り組む必要がある。 

医療関係者においては、献血により確保されている血液製剤は貴重なものであ

ることを含め、そのような血液製剤に関して、患者等への分かりやすい情報提供

に努めることが重要である。 
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また、法の施行から一定期間が経過していること及び一部製剤の国内自給の確

保が改善していないこと等から、今一度、献血者、医療関係者・関係学会及び患

者をはじめとする国民に向け、国は国内自給の確保の必要性を訴える必要がある。 

 

第四 献血の推進に関する事項 

一 献血の推進のための取組 

国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、

本方針及び献血推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精神に基づき、

献血推進運動を展開する必要がある。また、その際には、献血について国民に正

確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。 

輸血用血液製剤の需要は、第二に示したとおり、今後は横ばい又は減少傾向が

見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると、献血可能人口が減少すると推

定されていることから、血液製剤の安定供給には国民一人一人の一層の献血への

協力が不可欠であると考えられる。こうした状況にかんがみ、献血についての理

解を広め、必要な献血者を確保するため、テレビやインターネット等の効果的な

媒体を用いた複数回献血への協力を含む普及啓発や、企業や団体等への働きかけ

による集団献血の実施等献血機会の増加、快適な献血ルームなどの環境整備を一

層推進する必要がある。 

特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保とい

う観点から非常に重要である。このため、国、地方公共団体、採血事業者は、学

校等と連携して「献血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなどの献血に関す

る正しい知識の普及啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会の提供を積極的に

行う必要がある。 

また、献血未経験の理由として「針刺しの痛み」、「不安感」、「恐怖感」などが

指摘されており、採血事業者はこれらの軽減に取り組む必要がある。特に、初回

献血時に全血採血を選択する献血者に対し、全血採血には四〇〇ミリリットル全

血採血と二〇〇ミリリットル全血採血があること、採血基準を満たしていればい

ずれの採血でも安全であることを説明することを必須とし、それでも四〇〇ミリ

リットル全血採血を選択することに不安がある方には、二〇〇ミリリットル全血

採血を選択してもらうことで不安感の軽減を図ることにより、今後の継続的な献

血に繋がることが期待される。献血は、自発的な行為であり、献血者一人一人の

心の充足感が活動の大きな柱となっており、献血に協力いただく方々が、心の充

足感を得られ継続して献血いただける環境整備を図ることが重要である。このた

め、採血事業者は、採血の区分（二〇〇ミリリットル全血採血、四〇〇ミリリッ

トル全血採血、成分採血）は、献血者の意思を尊重して決定するべきである。 
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なお、採血事業者が献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力

を求めることを拒むものではない。 

二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画 

国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保のための基本的な

施策、献血の推進に関する事項について、毎年度、薬事・食品衛生審議会（以下

「審議会」という。）の意見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献

血推進計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及び啓発、採

血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対する協力等を行う。 

都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、毎年度、血液製剤

の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、効果的な都道府県

献血推進計画を策定し、公表するよう努める。また、住民の献血への理解を深め

るための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措置を講ず

ることが重要である。 

市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずること

が重要である。 

三 献血受入計画 

採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、毎年度、献血受

入計画を作成し、国の認可を受けなければならない。事業の実施に当たっては、

献血受入体制を着実に整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置

を講ずることが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への対応、献

血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被害の補償等献血者が安心し

て献血できる環境の整備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充

実及び献血者登録制度による献血者との連携の確保を図ることが重要である。 

また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。 

さらに、今後少子高齢化が進み、献血可能人口が減少することから、中長期的

な課題としては、献血者に配慮した献血受入時間帯を設定するなど献血者の利便

性をより向上させた献血受入体制を工夫して整備することが必要であり、献血者

の意見を聴取しながらその方策を実行すべきである。 

四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価 

国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う

とともに、採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制

を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うことが必要である。 

 五 災害時等における献血者の確保等 

製造販売業者等の保有する血液製剤、特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球

製剤の在庫が不足する場合には、採血事業者は、国及び地方公共団体とも協力し、
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供給に支障を及ぼす危険性を回避するよう献血者の確保について早急な対策を

講ずることが必要である。 

また、採血事業者は、災害時等の対応について、国及び地方公共団体と協力し、

あらかじめ対策を検討するとともに、血液製剤の供給に支障を来すことがないよ

う、献血者の確保について所要の措置を講ずることとする。 

六 献血者の安全確保等 

国、採血事業者は、献血をより一層推進するために、献血者の安全確保に努め

る必要がある。 

このため、法第十五条に基づき、厚生労働大臣は、採血事業者に対して、採血

する血液の量を指示するとともに、法第二十四条第一項に基づき、採血しようと

する者は、あらかじめ献血者等につき健康診断を行わなければならず、同条二項

に基づき、採血しようとする者は、規則別表第二（以下「採血基準」という。）に

より、貧血者、年少者、妊娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる者か

ら採血してはならない。 

採血事業者は、採血副作用の種類・発生頻度、採血後の注意事項等の献血に関

する情報を献血者に周知し、献血後の休憩を十分にとっていただくなど、採血副

作用の未然防止策を実施する。 

また、採血事業者の無過失あるいは過失が明らかでない場合における、献血者

に生じた健康被害に対しては、採血事業者は、所管部局長が別に定めるガイドラ

インに基づき、迅速に被害補償を行うこととする。 

 

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項 

一 血液製剤の安定供給の確保 

輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、すべて国内献血により賄われており、

引き続き医療需要に応じた供給が確保される必要がある。 

血 漿
しょう

分画製剤は、中期的な需給の見通しを踏まえ、供給等の需要動向を適時

適切に把握する必要があることから、厚生労働大臣は、血液製剤代替医薬品を含

め、法第二十五条に基づき需給計画を策定し、公表する。 

なお、需給計画を策定する際には、当該血漿
しょう

分画製剤の需給動向のみならず、

血液製剤代替医薬品、治療法等を考慮し、審議会の意見を聴いて策定する。 

また、血 漿
しょう

分画製剤の製造販売業者等は、当該製剤の製造又は輸入に当たっ

ては、需給計画を尊重しなければならないとともに、その製造又は輸入の実績を
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厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣は、当該報告が需給計画

に照らし著しく適正を欠くと認めるときは、需給計画を尊重して製造又は輸入す

べきことを必要に応じ勧告することとする。 

二 原料血漿
しょう

の配分 

原料血漿
しょう

の配分に当たっては、国は、必要に応じて採血事業者と協力して、製

造販売業者等から個別に翌年度の血 漿
しょう

分画製剤の需給に係る情報を収集し、製

造販売業者等の製造能力及び製造効率を勘案し、安定供給に必要な血 漿
しょう

分画製

剤の適正な水準の製造が確保されるよう、審議会における公正かつ透明な審議を

踏まえ、需給計画において採血事業者から製造販売業者等への原料血 漿
しょう

の配分

量及び配分する際の標準価格を定めることとする。 

採血事業者は、需給計画を尊重して原料血 漿
しょう

を配分することが必要である。 

国は、現に原料血 漿
しょう

が配分されている製造販売業者等に加え、新たに原料血

漿
しょう

の配分を希望し、これを原料に国内に血 漿
しょう

分画製剤を供給する製造販売業者

等に対する配分を、審議会が法の規定を踏まえて決定する配分ルールに従って実

施することとする。この場合、外国に製造所を有する製造販売業者等も配分の対

象となり得ることとする。 

三 供給危機が発生した場合の対応 

国は、災害等の場合にあっても供給に支障を来すことがないよう、特に有効期

間の短い血小板製剤と赤血球製剤を中心に血漿
しょう

分画製剤を含め、製造販売業者

等に在庫状況等を確認させ、広域的な対応が必要と判断した場合には、製造販売

業者等による供給を支援する。また、平時より一定程度の在庫確保の要請や、緊

急時に代替製剤の増産を要請するなど、その安定供給を確保することとする。 

都道府県は、災害等が発生した場合の血液製剤の供給体制等を製造販売業者等

と協議をし、防災計画に盛り込むなど、平時から災害に備えた対応をとる必要が

ある。 

製造販売業者等は、災害時等の緊急的な対応を常に考慮しつつ、安定的な供給
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を確保する必要がある。このため、緊急時の製造や供給に関するマニュアルの整

備や訓練、災害に備えた設備の整備など、体制を構築しておく必要がある。 

また、国は、血 漿
しょう

分画製剤の安定供給の観点から、代替製剤がなく、一つの製

造販売業者が単独で供給する製品の解消のため、同効能製品が複数の製造販売業

者から供給される体制を確保するよう努める必要がある。 

四 血漿
しょう

分画製剤の輸出等 

連産工程の中で生じる今まで廃棄されていた国内献血由来中間原料を活用し

た血漿
しょう

分画製剤の輸出など、献血血液の有効活用及び海外の患者のアンメット・

メディカル・ニーズに資することを目的とした血 漿
しょう

分画製剤の輸出が、国内の

血液製剤の国内自給と安定供給の確保に支障を与えてはならない。そのため、厚

生労働大臣は、需給計画において当該年度に輸出すると見込まれる血 漿
しょう

分画製

剤の種類及び量を定めることとし、血 漿
しょう

分画製剤の製造販売業者等は、需給計

画作成のための届出事項として、翌年度に輸出すると見込まれる血 漿
しょう

分画製剤

の種類及び量を厚生労働大臣に届け出ることとする。 

 

第六 血液製剤の安全性の向上に関する事項 

一 安全性の向上のための取組 

医薬品医療機器等法に基づき、生物由来製品については、その感染のリスク等

を踏まえ、原材料の採取及び製造から市販後に至る各段階において、一般の医薬

品等における各種基準に加え、以下に掲げる基準等が定められている。 血液製

剤は、これらの基準等を柱として一層の安全性の確保が図られている。 

１ 保健衛生上の観点から定める原料等及び品質等の基準（生物由来原料基準

（平成十五年厚生労働省告示第二百十号）及び生物学的製剤基準（平成十六年

厚生労働省告示第百五十五号）） 

２ 構造設備、製造管理及び品質管理の方法について、その特性に応じた基準（薬

局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）、医薬品及び医薬部外品の

製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百七十

九号）） 
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３ 直接の容器又は直接の被包等において、感染のリスク等を有することから適

正に使用すべき医薬品等であることを明らかにするため、安全性の確保に関し

必要な表示を行うこと（医薬品医療機器等法第六十八条の十七） 

４ 病原体の混入が判明した場合に遡及調査を速やかに講ずることを可能とす

るため、製造販売業者、販売業者及び医療関係者は必要な事項について記録を

作成し、保存すること（医薬品医療機器等法第六十八条の二十二）。また、製造

業者は、特定生物由来製品について、遡及調査のために必要な量を適切に保存

すること（医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

第二十八条）。 

医薬品医療機器等法第六十八条の二十四第一項に基づき、生物由来製品の製造

販売業者又は外国特例医薬品等承認取得者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その製造販売をし、又は医薬品医療機器等法第十九条の二若しくは第二十三

条の二の十七の承認を受けた生物由来製品又は当該生物由来製品の原料による

感染症に関する最新の知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果を厚生

労働大臣に定期的に報告（以下「感染症定期報告」という。）しなければならない

こととされている。また同条第二項及び第三項に基づき、厚生労働大臣は、当該

感染症定期報告に係る情報の整理又は当該感染症定期報告に関する調査を行っ

た上で、当該感染症定期報告の状況について審議会に報告し、必要があると認め

るときは、その意見を聴いて、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため

に必要な措置を講じることとされている。血液製剤については、これら医薬品医

療機器等法上の措置に加えて、法第二十九条に基づき、厚生労働大臣は、感染症

定期報告について審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴い

て、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置

を講ずるものとするとされている。 

医薬品医療機器等法第六十八条の二十一に基づき、医療関係者は、特定生物由

来製品の有効性及び安全性その他当該製品の適正な使用のために必要な事項に

ついて、患者等に対し、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとされて

いる。また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より同意を得るこ

とが必要である。 

採血事業者は、血液製剤を介して感染症等が発生するリスクをできる限り排除

するために、献血時における問診の充実を図るなど血液製剤の安全性の向上に協

力することが必要である。また、国、地方公共団体及び採血事業者は、予め献血

者に対し、検査を目的とした献血を行わないよう周知徹底する必要がある。 

二 適切かつ迅速な安全対策の実施 

採血事業者は、法第二十八条により、その採取した血液を原料として製造され
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た血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講

ずるために必要と認められる場合には、当該血液に関する必要な情報を、当該血

液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。 

製造販売業者又は外国特例承認取得者は、医薬品医療機器等法第六十八条の九

第一項に基づき、血液製剤の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大

するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために必要な措置を速や

かに講じなければならない。医療関係者及び販売業者等は、同条第二項に基づき、

製造販売業者又は外国特例承認取得者が行うこれらの必要な措置の実施に協力

するよう努めなければならない。 

製造販売業者又は外国特例承認取得者は、医薬品医療機器等法第六十八条の十

第一項に基づき、医療関係者は同条第二項に基づき、血液製剤の使用によるもの

と疑われる副作用、感染症の発生等を知ったときは、その旨を厚生労働大臣に速

やかに報告（以下「副作用等報告」という。）しなければならない。製造販売業者

又は外国特例承認取得者は、副作用等報告に際して遡及調査を行う。 

厚生労働大臣は、製造販売業者に対して、医薬品医療機器等法第六十九条第四

項に基づき、血液製剤の使用によるものと疑われる感染症の発生等の原因の調査

を求め、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要が

あると認めるときは、医薬品医療機器等法第六十九条の三に基づく血液製剤の販

売等の一時停止、医薬品医療機器等法第七十条第一項及び第二項に基づく血液製

剤の回収等及び医薬品医療機器等法第七十二条第一項から第三項までに基づく

品質管理等の方法の改善の措置等の措置を採るべきことを命ずることとする。 

厚生労働大臣は、感染症定期報告、副作用等報告の血液製剤の安全性に関する

情報を審議会において、その委員等と遅滞なく共有するとともに、国民、医療関

係者に対し適切かつ迅速に情報を公開し、提供することとする。情報の提供にあ

たっては、患者等に対する不利益や偏見、差別に配慮することとする。 

安全対策を実施するための体制については、国は、製造販売業者等、採血事業

者及び医療関係者の協力を得て、感染症に関する情報、安全技術の開発動向、海

外の制度等を参照しながら、必要に応じて検討することとする。 

三 安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入 

製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より高感度かつ高精度

の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが

必要である。 

また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情報を収集し、技術

開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及び製造業者がそれらの技術を早期導

入するように指導することとする。 

－１６－
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四 自己血輸血の取り扱い 

輸血用血液製剤により、感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは完全に

は否定できないことから、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合は、

自己血輸血は推奨される手法であり、国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実

施等に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示している。 

また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原

則として行うべきではない。 

 

第七 血液製剤の適正な使用に関する事項  

一 血液製剤の適正使用の推進 

国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針を医療機関に示し

ており、適宜改定を行い、その普及を図る。また、医療関係者に対する教育等を

通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関における血液

製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効果的な

方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。 

医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に限っ

て血液製剤を使用するなど、適正な使用に努める。 

二 院内体制の整備 

国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ

れるよう、輸血療法委員会及び輸血部門の設置並びに責任医師及び担当技師の配

置を働きかける。医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、

その使用状況を把握し、適正使用に努める。 

三 患者等に対する説明 

医療関係者は、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の

適正な使用のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を

得るよう努める。 

また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より同意を得ることが

必要である。 

 

第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項 

一 血液製剤代替医薬品に関する事項 

血液製剤代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため、第五

に示したとおり、その計画的な製造及び供給が行われている。 

安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法に基づく規制を適用す

る。なお、患者等への説明あるいは記録の保存等についても、必要に応じて、特

－１７－
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定生物由来製品と同様に行うことが求められる。 

また、血液製剤代替医薬品の使用にあたっては、原則として患者等から同意を

得ることが必要である。 

二 血液製剤の表示 

血液製剤の投与を受ける患者等が、当該血液製剤の原料の由来について、知る

権利を確保するため、製造販売業者等は、医薬品医療機器等法第六十八条の十七

に基づき、直接の容器又は直接の被包に、採血国及び献血又は非献血の区別を表

示しなくてはならない。また、医療関係者が患者等に対し、できる限りこれらの

説明をしやすくなるよう、例えば、血 漿
しょう

分画製剤の説明文を用意したり、その説

明に薬剤師等を活用したりするなど、国、製造販売業者等及び医療関係者は、環

境整備を進める必要がある。 

三 血液製剤等の研究開発の推進 

製造販売業者等は、既存の血液製剤及び血液製剤代替医薬品（以下「血液製剤

等」という。）との比較において優れた安全性及び有効性を有するものの製品化

が促進されるよう、血液製剤等の研究開発を推進する必要があり、国は、それを

支援する。例えば、抗血液凝固第Ⅸａ／Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル

抗体のように、作用が長時間持続することが期待でき、また、皮下注射が可能と

なるといった、 患者の利便性に資する医薬品の開発が期待される。 

また、抗凝固因子を低下させることで生体内での凝固因子と抗凝固因子とを平

衡化することにより血友病の治療を行う医薬品の 臨床試験が進んでおり、イン

ヒビターの有無にかかわらず、皮下注射により治療を行うことが期待されており、

国は、臨床試験の状況を注視していく。加えて、ＨＬＡの不適合のリスクを回避

できるなどの利点を有するｉＰＳ細胞由来の血小板の研究開発が期待される。 

国は、学会等からの要望を受け、欧米等では使用が認められているが、国内で

は承認されていない血液製剤等や適応について、所管部局内で開催される検討会

において、諸外国での承認状況や科学的な根拠に基づき検討を行った上で、製造

販売業者への開発要請等を通じて、開発が推進されるよう努める。 

四 血液製剤等の価格等 

１ 輸血用血液製剤 

輸血用血液製剤に係る血液事業は、原料の採血から製剤の検査、製造、供給

に至るまでを、現在は唯一の採血事業者かつ製造販売業者等が実施しているた

め、競争原理が働かない。採血事業者及び製造販売業者等は、血液事業の運営

に支障を来さないことを前提として、輸血用血液製剤を供給するまでの各工程

で無駄がないかなどを検証し、コスト削減に努めることにより、少しでも安価
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な製剤を供給できるよう、努力をする必要がある。 

２ 原料血漿
しょう

 

採血事業者及び製造業者は、原料血 漿
しょう

の確保に関して、血液事業の運営に

支障を来さないことを前提として、原料血 漿
しょう

を供給するまでの各工程で無駄

がないかなどを検証し、コスト削減に努めることにより、少しでも安価な原料

血漿
しょう

が供給できるよう努力をする必要がある。 

また、国は、需給計画策定時における原料血漿の標準価格（以下「標準価格」

という。）の計算方式の改善や、原料血漿
しょう

配分量及び標準価格の複数年契約化

等による標準価格のあり方そのものの見直しなど、採血事業者、血 漿
しょう

分画製

剤の製造販売業者等の協力を得て検討を行う。 

３ 血漿
しょう

分画製剤 

多くの血漿
しょう

分画製剤（血液製剤代替医薬品を含む。以下同じ。）は、薬価収

載されて以降三十年を超えて医療現場に安定的に供給され、我が国の医療に貢

献している一方、薬価が下落し続けている状況である。加えて、我が国の血 漿
しょう

分画製剤の需要に応じた血 漿
しょう

成分採血比率の上昇による原料血 漿
しょう

の価格の

上昇、または為替レートの変動による原料価格の上昇などにより、血 漿
しょう

分画

製剤の製造販売業者の収益を強く圧迫していることが懸念される。 

血漿
しょう

分画製剤の採算性の悪化によって、安定供給が求められる血 漿
しょう

分画製

剤の供給に支障を来さないよう、十分配慮することが必要である。 

国、製造販売業者、卸売販売業者、医療機関及び薬局においては、医療に不

可欠な血 漿
しょう

分画製剤の価値に見合った価格交渉により、単品単価による取引

を推進する必要がある。 
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五 コンプライアンスの強化 

製造販売業者等は、コンプライアンス行動規範を見直し、必要に応じ改定等の

措置を講じることにより、効果的・継続的にコンプライアンス体制の強化を推進

していくことが必要である。 

六 複数の採血事業者を想定した血液事業のあり方 

国は、国内自給及び安定供給の確保、献血者の健康保護及び献血者が採血事業

者を選択できる選択権の確保等を念頭に、審議会や製造販売業者等の関係者の意

見を聴いて、新たな採血事業者の参入環境を策定していく必要がある。 
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「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」（案）

に対する意見募集結果について 

 

平 成 3 0 年  月  

厚生労働省医薬・生活衛生局  

血 液 対 策 課  

 

「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」（案）

について、平成 30 年６月 29 日から同年７月 30 日まで、電子政府の総合窓口（e-

Gov）に掲載することを通じて御意見を募集したところ、20 件の御意見をいただき

ました。 

今般、お寄せいただいた御意見とそれに対する回答については、別添のとおりで

す。なお、いただいた御意見のうち当該計画案に関する御意見についてのみ、適宜

要約した上で記載しております。 

今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただけますよう、よろしくお願いいたし

ます。 
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「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」（案）に関する 

意見募集に寄せられた御意見とそれに対する考え方 

 

○ 意見募集期間 平成30年６月29日～平成30年７月30日 

 

番号 御意見 御意見に対する考え方 

１ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

  ２ 国内自給と安定供給の確保 

（修正意見） 

また、国は、中期的な需給見通しに基づ

き、貴重な血液製剤を献血により確保し、

医療需要に応じて過不足なく安定的に供

給する必要がある。特に、国は、輸血用血

漿製剤、血漿分画製剤については、同一

の献血血液を原料として製造されること

から、国内外の血漿製剤の医療需要と供

給状況を常に調査し、必要な血漿製剤の

種類と量を定めた上で、供給の見通しを

踏まえた検討を行った上で、毎年度、需

給計画を定め、献血血液を最大限に有効

利用することにより、安定的な供給を確

保することとする。 

（理由） 

輸血用血漿製剤と血漿分画製剤の国内自

給、安定供給を実現する重要な方策の一

つは、現在、新鮮凍結血漿として供給さ

れている一部の血漿製剤からクリオプレ

シピテートを製造、供給し、脱クリオ血

漿を原料血漿として有効活用することで

ある。これにより、新鮮凍結血漿の適正

使用の推進とアルブミン、免疫グロブリ

ン製剤等のための原料血漿の確保につな

がる。因みに、米国では、血漿製剤の約3

分の１はクリオプレシピテートとして供

給されており、そのニーズは高い。わが

国でも、この点を念頭において、輸血用

血漿製剤及び血漿分画製剤の需給計画を

作成すべきである。 

輸血用血液製剤は、血液法第25条第１項、同法

施行規則第15条及び同規則別表第３の規定に

より、需給計画の対象から除かれています。 

御意見は、海外では使用が認められているが、

国内では承認されていないクリオプレシピテ

ートの供給を求めるものと思われますが、第八

の三に記載したとおり、国は、欧米等では使用

が認められているが、国内では承認されていな

い血液製剤や適応については、学会等からの要

望を受け、諸外国での承認状況や科学的な根拠

に基づき検討を行った上で、製造販売業者への

開発要請を通じて開発を推進する既存の仕組

みがあります。 

このため、修正する必要はないと考えます。 
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

２ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

  ３ 適正使用の推進 

（修正意見） 

医療関係者は、血液製剤が献血により得

られる血液を原料とする貴重なものであ

ること及び原料である血液の特性にかん

がみ、患者に真に必要な場合に限って血

液製剤を使用する適正な使用を一層推進

する必要がある。また、採血事業者及び

製造販売業者等は、更なる適正使用に資

する血液製剤の開発、製造、供給に努め

なければならない。 

（理由） 

適正な輸血医療を遂行するためには、安

全で有効な血液製剤が供給されているこ

とが大前提であり、医療機関のみで適正

使用を達成できるものではない。特に、

輸血用血漿製剤については、採血事業者

内において、国民の医療に必要な血液製

剤、例えば、クリオプレシピテートを開

発、製造、供給すれば、後天性低フィブリ

ノゲン血症に対して適切にフィブリノゲ

ンの補充ができ、新鮮凍結血漿の使用量

を節減できる。こうして、献血血液を最

大限に有効利用して，新規製剤を供給す

ることにより、適正使用が推進され、献

血者への説明責任を果たすことができ

る。 

血液法において規定する血液製剤の適正使用

は、血液製剤が献血により得られる血液を原料

とする貴重なものであること、血液を介した感

染のリスクを完全には否定できないという特

性があることから、患者が必要な場合に限って

使用するというものです。 

御意見は、海外では使用が認められているが、

国内では承認されていないクリオプレシピテ

ートの供給を求めるものと思われますが、第八

の三に記載したとおり、国は、欧米等では使用

が認められているが、国内では承認されていな

い血液製剤や適応については、学会等からの要

望を受け、諸外国での承認状況や科学的な根拠

に基づき検討を行った上で、製造販売業者への

開発要請を通じて開発を推進する既存の仕組

みがあります。 

このため、修正する必要はないと考えます。 

３ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

（修正意見） 

１国は、基本理念にのっとり、血液製剤

の安全性の向上及び安定供給の確保に

関する基本的かつ総合的な施策を策定

し、及び実施しなければならない。ま

た、血液製剤に関し国内自給が確保さ

れることとなるように、献血に関する

国民の理解及び協力を得るための教育

及び啓発、医療需要に関する情報の収

原案は、血液法第４条第１項及び同条第２項に

規定された国の責務の抜粋であり、御意見はこ

れを超えるものであることから、修正する必要

はないと考えます。 
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

集と公開、血液製剤の適正な使用の推

進に関する施策の策定及び実施その他

の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（理由） 

国は、医療需要に関する情報の収集、検

討、対応及び公開の仕組みを制度として

確立し、指導監督する責務がある。 

４ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

（修正意見） 

３採血事業者は、基本理念にのっとり、

献血の受入れを推進し、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保に協力

するとともに、献血血液を最大限に有

効利用するために医療需要の収集と適

切な対応並びに献血者等の保護に努め

なければならない。 

（理由） 

採血事業者は、献血の受入れを業として

いることから、その献血血液を最大限に

有効利用し、国民が必要とする血液製剤

を供給する責務がある。そのためには、

常に新規製剤を含めた医療需要の収集と

その対応について検討する第三者を含め

た諮問制度が必要であると考える。 

原案は、血液法第６条に規定された採血事業者

の責務の抜粋であり、御意見はこれを超えるも

のであることから、修正する必要はないと考え

ます。 

５ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

（修正意見） 

４血液製剤の製造販売業者等は、基本理

念にのっとり、医療需要の収集に努め、

安全で国民の医療に必要とされる血液

製剤の安定的かつ適切な供給並びにそ

の安全性の向上に寄与する技術の開発

並びに情報の収集及び提供に努めなけ

ればならない。 

（理由） 

製造販売業者等は、献血血液が、国民の

共有財産であることを自覚し、常に医療

需要の収集に努め、国民が必要とする血

原案は、血液法第７条に規定された血液製剤の

製造販売業者等の責務の抜粋であり、御意見は

これを超えるものであることから、修正する必

要はないと考えます。 

－２４－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

液製剤の開発、製造、供給に努めなけれ

ばならない。 

６ 

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保に関する基本的な方向 

 一 基本的は考え方 

（修正意見） 

５医療関係者は、基本理念にのっとり、

血液製剤の適正な使用に努めるととも

に、血液製剤の安全性に関する情報の

収集及び提供に努めなければならな

い。また、国民の医療に必要とされる

血液製剤については、情報の提供に努

めなければならない。 

（理由） 

医療を提供する医療関係者は、国民が必

要する血液製剤について知る立場であ

り、国民（患者）が真に必要な血液製剤を

享受する権利を担保するためにも、医療

需要に関する情報を提供する責務があ

る。 

原案は、血液法第８条に規定された医師その他

の医療関係者の責務の抜粋であり、御意見はこ

れを超えるものであることから、修正する必要

はないと考えます。 

７ 

第二 血液製剤についての中期的な需給

の見通し 

 一 輸血用血液製剤 

（修正意見） 

輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、

すべて国内献血で賄われている。直近五

年間でみると、需要は横ばい又は減少傾

向となっている。輸血用血液製剤を多く

使用する高齢者が増加するものの、腹腔

鏡下内視鏡手術など出血量を抑えた医療

技術の進歩等により、この傾向は今後も

続くものと製造販売業者は予測している

が、一方、海外では、救命救急、産科領域

等における大量出血時の低フィブリノゲ

ン血症に対してクリオプレシピテートの

投与が第一選択薬になっていることを鑑

み、新規製剤の供給を含めた今後の需要

を注視する必要がある。引き続き、我が

国の医療需要について調査し、医療需要

に応じた供給が確保される必要がある。 

（理由） 

米国、英国などでは、大量出血時の低フ

第八の三に記載したとおり、国は、欧米等では

使用が認められているが、国内では承認されて

いない血液製剤や適応については、学会等から

の要望を受け、諸外国での承認状況や科学的な

根拠に基づき検討を行った上で、製造販売業者

への開発要請を通じて開発を推進する既存の

仕組みがあります。このため、修正する必要は

ないと考えます。 

－２５－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

ィブリノゲン血症に対してクリオプレシ

ピテートの供給・使用が増加している。

特に、米国では、血漿製剤供給量の約3分

の1はクリオプレシピテートとして供給

されており、医療ニーズは大きい。一方、

我が国では、一部の医療機関で新鮮凍結

血漿からクリオプレシピテートを調製

し、使用しているが、クリオプレシピテ

ートの製造技術のない医療機関との治療

水準格差は歴然であり、一刻も早く、新

規製剤の供給が望まれる。また、医療機

関に対してクリオプレシピテートの医療

需要について調査すべきである。 

８ 

第二 血液製剤についての中期的な需給

の見通し 

 二 血漿分画製剤 

（修正意見） 

免疫グロブリン製剤の需要は近年増加傾

向にあり、製造販売業者において更に適

応を拡大する開発が進められていること

から、今後の需要を注視する必要がある。 

アルブミン製剤の需要は近年減少傾向と

なっている。また、血液凝固第Ⅷ因子製

剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤（複合体製

剤を除く。）の需要も、近年横ばい傾向と

なっており、いずれも需要に見合う供給

が見込まれる。 

一方、フィブリノゲン濃縮製剤は、欧州

において大量出血時の低フィブリノゲン

血症に対して第一選択薬として承認され

ている。国内においては、フィブリノゲ

ン製剤は、先天性フィブリノゲン欠乏症

に適応が限定されているため、製造量は、

原料血漿の1％以下であり、残りの99％の

フィブリノゲンを含む分画は、未利用の

ままである。 

引き続き、我が国の医療需要について調

査し、医療需要に応じた供給が確保され

る必要がある。 

（理由） 

海外において、大量出血のような後天性

低フィブリノゲン血症に対してクリオプ

第八の三に記載したとおり、国は、欧米等では

使用が認められているが、国内では承認されて

いない血液製剤や適応については、学会等から

の要望を受け、諸外国での承認状況や科学的な

根拠に基づき検討を行った上で、製造販売業者

への開発要請を通じて開発を推進する既存の

仕組みがあります。このため、修正する必要は

ないと考えます。 

－２６－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

レシピテートあるいはフィブリノゲン濃

縮製剤の有効性が確認され、供給、販売

されている。一方、我が国においては、い

ずれの製剤も供給あるいは認可されてい

ない。そのため、救命救急、産科領域で

は、緊急避難的に適応外のフィブリノゲ

ン製剤が使用されている。早急に医療需

要について再調査をして、医療需要に応

じた血液製剤の供給を確保すべきであ

る。 

９ 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保さ

れるための方策に関する事項 

 一 輸血用血液製剤 

（修正意見） 

国、地方公共団体及び採血事業者は、第

二に示した血液製剤についての中期的な

需給の見通しを踏まえ、第四に示すとお

り、計画的な献血の推進に努め、血液製

剤の国内自給の確保のために必要な献血

量を確保するとともに、クリオプレシピ

テートのように適正使用に資する新規製

剤の開発に努め、さらに献血血液を有効

利用することが求められる。 

（理由） 

本基本方針は、血漿分画製剤、代替医薬

品に関しては、具体的事例が提示されて

いるのに比べて、輸血用血液製剤につい

ては議論が少ない。本来の血液事業に立

ち返って、献血血液を最大限に有効利用

し、まず、国民が必要とする血液製剤の

供給に努め、献血者への説明責任を果た

すことを第一義としていただきたい。 

血液法において規定する血液製剤の適正使用

は、血液製剤が献血により得られる血液を原料

とする貴重なものであること、血液を介した感

染のリスクを完全には否定できないという特

性があることから、患者が必要な場合に限って

使用するというものです。 

御意見は、海外では使用が認められているが、

国内では承認されていないクリオプレシピテ

ートの供給を求めるものと思われますが、第八

の三に記載したとおり、国は、欧米等では使用

が認められているが、国内では承認されていな

い血液製剤や適応については、学会等からの要

望を受け、諸外国での承認状況や科学的な根拠

に基づき検討を行った上で、製造販売業者への

開発要請を通じて開発を推進する既存の仕組

みがあります。 

このため、修正する必要はないと考えます。 

１０ 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保さ

れるための方策に関する事項 

 二 血漿分画製剤 

（修正意見） 

国、採血事業者、製造販売業者等は、第五

に示すとおり、国内の献血により得られ

た血液がすべて有効に利用され、医療需

要に応じて、血液製剤として国内に過不

足なく供給されるよう、医療需要に関す

る情報を広く収集、公開し、その要望に

御意見の理由から、今回の御意見は、新規製剤

の開発に関するものと考えます。 

新規製剤の開発に関しては、第八の三に記載し

たとおり、国は、欧米等では使用が認められて

いるが、国内では承認されていない血液製剤や

適応については、学会等からの要望を受け、諸

外国での承認状況や科学的な根拠に基づき検

討を行った上で、製造販売業者への開発要請を

通じて開発を推進する既存の仕組みがありま

す。このため、修正する必要はないと考えます。 

－２７－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

ついても透明性をもって対応し、血液製

剤の国内自給の確保に向けた製造及び供

給のための体制を整備し、血液事業の安

定的な運営を通じて、血液製剤の安定供

給を確保する必要がある。 

（理由） 

医療需要についての情報公開を行って、

それについての対応も公表すべきである

と考える。これまでも、要望が提出され

た場合、その対応が不十分であることが

多く、要望の取扱いに透明性が低いよう

に思う。特に、新規製剤の開発について

は議論されることが少なく、常に、医療

需要の収集に努め、献血血液の有効利用

の観点からも、余剰の中間原料を利用し

た新規製剤の開発が求められる。 

１１ 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保さ

れるための方策に関する事項 

 二 血漿分画製剤 

（修正意見） 

採血事業者は、新たな原料血漿確保策の

早期実施に加え、我が国の医療需要に応

じた更なる原料血漿の確保に取り組んで

いく必要がある。 

一方で、輸血用血液製剤の血漿製剤の一

部をクリオプレシピテートとクリオ上清

に分割し、前者は、医療需要のある濃縮

フィブリノゲン、凝固第XIII 因子、後者

は、アルブミン、免疫グロブリン製剤等

の原料血漿として有効利用すれば、新た

な原料血漿確保のための採取量は少なく

なる可能性がある。 

（意見） 

採血事業者が原料血漿の確保に取り組ん

でいくのは、当然であるが、まずは、製造

工程の見直しを含めて、現在未利用の中

間原料の有効活用を徹底すべきであり、

次に、輸血用血漿製剤の有効利用と適正

使用を推進すべきである。クリオ上清に

は、クリオプレシピテートの原料となる

新鮮凍結血漿と同量の免疫グロブリンが

含まれる。10万ℓの新鮮凍結血漿には、約

現在も、原料血漿からクリオプレシピテートと

クリオ上清に分割し、前者から血液凝固第Ⅷ因

子製剤やフィブリノゲン製剤を、後者からアル

ブミン製剤や免疫グロブリン製剤等を製造し

ており、原料血漿を有効に活用するよう努めて

おります。 

このため、修正する必要はないと考えます。 

－２８－
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10万グラムのフィブリノゲン（クリオプ

レシピテートとして）と100～120万グラ

ムの免疫グロブリン（クリオ上清として）

が含まれている。 

１２ 

第三 血液製剤に関し国内自給が確保さ

れるための方策に関する事項 

 二 血漿分画製剤 

（意見） 

「更に、未利用の中間原料からの製剤化

が困難な場合、国は、外国血液由来の血

漿分画製剤の原料を国内献血由来の原料

に置き換える、また、その原料を国内献

血由来の原料に置き換えて国内未販売の

血漿分画製剤を国内に導入する製造販売

方針を有する製造販売業者等に国内献血

由来の原料を配分することにより、 希少

疾病用医薬品を含む全ての血漿分画製剤

の国内自給の確保を推進するような方策

を検討する必要がある。」を、もっと分か

り易く記載してください。 

御意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

また、未利用の中間原料の活用方策の前に記載

します。 

 

 国は、外国血液由来の血漿分画製剤の原料を

国内献血由来の原料に置き換えて国内に導入

するという製造販売方針を有する製造販売業

者等に国内献血由来の原料血漿を配分するこ

とにより、希少疾病用医薬品を含む全ての血漿

分画製剤の国内自給の確保を推進するような

方策を検討する。 

 また、国内における免疫グロブリン製剤の需

要増に対してアルブミン製剤の需要は減少傾

向にあり、更に、組織接着剤の国内自給の減少

により、未利用の中間原料が発生する現状にあ

る。国は、これら未利用の中間原料を国内自給

の確保を推進する製造販売方針を有する製造

販売業者等に配分する方策を検討する。 

１３ 

第五 血液製剤の製造及び供給に関する

事項 

 三 供給危機が発生した場合の対応 

（意見） 

供給危機が発生した場合の対応として、

都道府県の役割についての記載がない。

都道府県が作成する防災計画等に災害発

生時の血液製剤の供給体制について記載

することを求めるなど、平時からの備え

を盛り込むべきと考える。 

御意見を踏まえ、「輸血用血液製剤」、「血漿

分画製剤」という製剤種別による構成から、

「国」、「都道府県」、「製造販売業者等」と

いう対応の実施主体別の構成に修正します。 

 

 国は、災害等の場合にあっても供給に支障を

来すことがないよう、特に有効期間の短い血小

板製剤と赤血球製剤を中心に血漿分画製剤を

含め、製造販売業者等に在庫状況等を確認さ

せ、広域的な対応が必要と判断した場合には、

製造販売業者等による供給を支援する。また、

平時より一定程度の在庫確保の要請や、緊急時

に代替製剤の増産を要請するなど、その安定供

給を確保することとする。 

 都道府県は、災害等が発生した場合の血液製

剤の供給体制等を製造販売業者等と協議をし、

防災計画に盛り込むなど、平時から災害に備え

た対応をとる必要がある。 

 製造販売業者等は、災害時等の緊急的な対応

を常に考慮しつつ、安定的な供給を確保する必

－２９－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

要がある。このため、緊急時の製造や供給に関

するマニュアルの整備や訓練、災害に備えた設

備の整備など、体制を構築しておく必要があ

る。 

１４ 

第五 血液製剤の製造及び供給に関する

事項 

 三 供給危機が発生した場合の対応 

（意見） 

代替品の無い製剤の複数品目化を図るた

め血液対策課、審査管理課、PMDAが協議

し、現在の分画製剤の安定供給リスクを

低減するための分画製剤の薬事承認制度

のあり方について業界を入れて具体的な

議論を開始する旨を明記すべきである。 

具体的な方針を示さなければ基本方針は

単なるスローガンになる。承認権限を持

った国が国の責任において進めなければ

今後も複数品目化が進まず安定供給リス

クを低減することができない。 

（理由） 

血漿分画製剤は多人種から採血した数千

人単位の血漿を原料にして製剤化したも

ので、既存類似薬が諸外国で多人種に広

く使用され有効性や安全性が確認されて

いても日本では新規成分として新規製造

承認、新規適応取得の際に日本人での臨

床試験が求められる。分画製剤は希少疾

病用の薬剤が多く供給量が少ないことに

加え、類似有効成分薬の薬価は販売後長

期に亘って薬価が低下しており常に最新

の安全性対策に投資が必要で、これら投

資を回収する事が困難であることから開

発を断念しなければならない状況にあ

る。これが連産品の中間原料血漿が有効

利用できず廃棄せざるを得ない最大の理

由である。これを放置する事は献血者に

対する倫理的な問題がある。 

御意見の趣旨が明確でないため、原案どおりと

させていただきます。 

業界が問題意識を持っている点に関しては、情

報交換等により現状把握に努めてまいります。 

１５ 

第五 血液製剤の製造及び供給に関する

事項 

 三 供給危機が発生した場合の対応 

（意見） 

血漿分画製剤に係る国家検定、生物製剤

御意見の趣旨が明確でないため、原案どおりと

させていただきます。 

御指摘の点に関しては、情報交換等により現状

把握に努めてまいります。 

－３０－



11 
 

番号 御意見 御意見に対する考え方 

基準の在り方について具体的な検討を行

う旨の項目を追加してはどうか。 

（理由） 

日欧EPAの合意でワクチン等の国家検定

制度や生物製剤基準等の運用が変更され

簡素化されることになったが血液製剤は

この対象外とされた。 

これは危機時の課題としてはワクチンだ

けでなく血液製剤も同様であることか

ら、日本国内では分画製剤についてもEPA

の合意内容と同様の運用を行うべきであ

る。 

１６ 

第七 血液製剤の適正な使用に関する事

項 

 一 血液製剤の適正使用の推進 

（修正意見） 

国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の

実施等に関する指針を医療機関に示して

おり、適宜改定を行い、その普及を図る。

また、医療関係者に対する教育等を通じ

て、血液製剤の適正使用を働きかけてい

く。さらに、医療機関における血液製剤

の使用状況について定期的に調査を行

い、医療現場で必要とされるクリオプレ

シピテートのような新規製剤を開発、導

入する等、適正使用の推進のための効果

的な方法を検討し、必要に応じて、適正

使用の推進のための方策を講ずる。医療

関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解

し、患者に真に必要な場合に限って血液

製剤を使用するなど、適正な使用に努め

る。 

（理由） 

現在、大量出血時の低フィブリノゲン血

症に対して一部の医療機関で新鮮凍結血

漿からクリオプレシピテートを調製し

て、使用され、多くの脱クリオ血漿は廃

棄されている。採血事業者でクリオを作

成し、供給すれば、医療需要のあるフィ

ブリノゲン成分と第ⅩⅢ因子を同時に供

給できるとともに、アルブミン、免疫グ

ロブリン製剤の原料となる脱クリオ血漿

血液法において規定する血液製剤の適正使用

は、血液製剤が献血により得られる血液を原料

とする貴重なものであること、血液を介した感

染のリスクを完全には否定できないという特

性がることから、患者が必要な場合に限って使

用するというものです。 

御意見は、海外では使用が認められているが、

国内では承認されていないクリオプレシピテ

ートの供給を求めるものと思われますが、第八

の三に記載したとおり、国は、欧米等では使用

が認められているが、国内では承認されていな

い血液製剤や適応については、学会等からの要

望を受け、諸外国での承認状況や科学的な根拠

に基づき検討を行った上で、製造販売業者への

開発要請を通じて開発を推進する既存の仕組

みがあります。 

このため、修正する必要はないと考えます。 

－３１－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

を確保することができ、有効利用、適正

使用が大いに推進されると考える。 

１７ 

第八 その他献血及び血液製剤に関する

重要事項 

 一 血液製剤代替医薬品に関する事項 

（意見） 

「安全対策については、第六に示した医

薬品医療機器等法に基づく規制を適用す

る。なお、患者等への説明あるいは記録

の保存等についても、必要に応じて、特

定生物由来製品と同様に行うことが求め

られる。」 

とある。血液製剤でない血液製剤代替医

薬品（生物由来製品またはにおいて、「な

お、患者等への説明あるいは記録の保存

等についても、必要に応じ、特定生物由

来製品と同様に行う」という文言を削除

することはできないのか？ 

（理由） 

「第八 その他献血及び血液製剤に関す

る重要事項 三 血液製剤等の研究開発

の推進」に示されるように、血液製剤で

ない血液製剤代替医薬品の研究が推進さ

れ、新たな医薬品が出てきている中、生

物由来製品等を特定生物由来製品（血液

製剤）と同様に扱い続けることの必要性

に疑問があるため。 

御指摘の点については、今後、検討していく必

要があるため、原案どおりとさせていただきま

す。 

情報収集を行い現状把握に努めてまいります。 

 

１８ 

第八 その他献血及び血液製剤に関する

重要事項 

 四 血液製剤等の薬価等 

  ３ 血漿分画製剤 

（意見） 

血液法に係る製剤の今後の「流通の在り

方」と平行して「血液法関連製剤の在り

方」についても厚生労働省内関係部署間

で調整し2020年度までに一定の方向性を

示すとするべきである。 

一定の方向性とは、血液法関連製剤は基

礎的医薬品の対象品目であるが現在の要

件を分画製剤用の要件に変更するという

ことも含むべきである。 

（理由） 

「血液法関連製剤の在り方」で具体的にどのよ

うな議論を行うのか不明であることから、原案

どおりとさせていただきます。 

業界が問題意識を持っている点に関しては、情

報交換等により現状把握に努めてまいります。 

－３２－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

分画製剤は人血液を原料とした連産品で

あることや希少疾病に使用されており血

液法で特段の安定供給が求められてい

る。また販売以来30年以上を経過した品

目が多く薬価が販売時の50%いかに下落

した品目も多いが、これは事業者が値引

き販売を行ったと言う背景があると言う

指摘もあるが、分画製剤の80%以上は200

床以上の基幹病院で使用されていること

から分画製剤独自の流通体制を持たない

こともあり、総価対象品の主要品目とし

て医療機関のバイイングパワーによって

市場価格が低下し続けたと言う指摘もあ

る。現状が継続すれば事業収益が悪化し

て安定供給に重大な問題が生じる可能性

が高い。 

１９ 

第八 その他献血及び血液製剤に関する

重要事項 

 五 コンプライアンスの強化 

（意見） 

コンプライアンスといえば、日本赤十字

社は、厚生労働省との間で、献血を行う

際には、研究利用の拒否が行える事につ

いて説明し必要に応じそのための様式を

示し研究利用の拒否の求めに応じるとさ

れているのに、日本赤十字社はその様な

事を行う事をしていないという問題がす

ぐに思い浮かぶ。 

日本赤十字社は、問診の際にも設けられ

た質問においてその様な研究利用拒否の

ための項目を表示していないし、悪質な

事には、たとえ研究利用の拒否を行う際

にも、研究利用に関する項目において研

究利用に同意するという回答を行わなけ

れば献血が出来ないという事になってい

る。（拒否を行う場合は、研究利用に同意

する回答を行ってから、後で研究利用拒

否のための書面への署名を行う事にな

る。…なお、その様式は、拒否が可能な事

を利用者が予め知っていて献血ルーム側

に特段伝えないと出されない。） 

その精神、天邪鬼の様と言うべき日本赤

御意見の趣旨が明確でないため、原案どおりと

させていただきます。 

－３３－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

十字社であるが、事業者が役務の利用者

に分かりやすい説明を行っておらず、利

用者の利益を侵害するのは、複数の法令

に違反する事であるので（※1）、厚生労

働省は、コンプライアンスのため、献血

ルームにおける運用の問題・心理的障壁

まで考慮して、日本赤十字社が、提供さ

れた血液を、（潜在的なそのニーズを含

めて）献血による血液提供を行う者の意

図（※潜在的な拒否の欲求を含む）に反

して研究利用しようとするチャレンジを

しないように、指導を行うようにしてい

ただきたいと考える。（なお、これまで

は、何度言っても、日本赤十字社の献血

ルーム運営でのあまりの横暴（研究利用

拒否の書面を一般に示さない等）につい

て、血液大作化が指導をしなかったので

あるが、この記述を機に行うようにして

いただきたい。） 

 

※1 計画的にその様にしているのである

から少なくとも民法709条不法行為で

ある（この不法行為は厚生労働省との

取決めに反した運用から発生してい

る。またこれは消費者契約法4条1項1号

に該当する「重要事項」についての計

画的不作為によっての不説明によって

発生したものであるので、同法違反で

もある（法4条1項1号条件に厳密に当て

はまらない、とか、しかし利用者によ

って献血の契約は行われている、とか

いう言い訳はいい。訴訟で勝ちたいク

ズ（文系系の人間の精神の程度など多

くがこの程度であろう（最賢はこの様

なものだと言いたい病的精神が透けて

見えるのである。）。医師かもしれぬ

が。悪意であろう？訴訟に適合する言

い訳を用意して不法を行うなどするの

は（プリミティブに言って、迷惑であ

り不法であろう。分からないのか。）。

なお医療系の者は裁判所とつるみ違法

な判決を高等裁判所（その判事らも部

－３４－
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番号 御意見 御意見に対する考え方 

総括判事まで含めて精神年齢が低い

が。）に出させる常連であるとも指摘

しておく。）が、法趣旨（同法1条の「誤

認」をきっちり受け取められたい。研

究利用拒否は契約の申込の一部をなす

ものであるものであるはずであるが、

利用者の善意に甘え、計画的不作為と

いう悪意の発露によりそこに存在する

重大な利益（人格上の利益であるが、

ある者の血液についてのプライバシー

は性質的に重要である（匿名化されて

も個人との対応が消えない部分がある

事には注意されたい。）。自己決定権の

不行使を意図的に勝手に招かないよう

にされたい。）を損失させる様な事は

許されない。天使・天女に悪事を行う

悪鬼は罰されるべきであり日本赤十字

社には反省が要される。）に反して「賢

い」制度運用を不法な形で行う事は許

されない。）。） 

２０ 

第八 その他献血及び血液製剤に関する

重要事項 

 六 複数の採血事業者を想定した血液

事業のあり方 

（意見） 

採血事業者の拡大については、地域の様

々な所で採血が行える可能性が増える事

から、適切に個人情報が保護されるので

あれば、それなりに望ましいのではない

かと思われた。 

しかし、場合により、遺伝子情報等の拡

散がなされる事により各種の危険が発生

する事から、罰則付きの法規による取扱

いの規定を行い、献血事業に関係しての

不正な形の情報拡散が起きないようにし

ていただきたいと考える。 

個人情報の取扱いについては、慎重に検討して

まいります。 

 

－３５－



－３６－
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議
会
や
製
造
販
売
業
者
等
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
新
た
な
採
血
事

業
者
の
参
入
環
境
を
策
定
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

－３８－
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漿

を
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、

し
ょ
う

コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で
も
安
価
な
原
料
血

漿
し
ょ
う

が
供
給
で
き
る
よ
う
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
需
給
計
画
策
定
時
に
お
け
る
原
料
血

漿

の
標
準
価

し
よ
う

格
（
以
下
「
標
準
価
格
」
と
い
う
。
）
の
計
算
方
式
の
改
善
や
、
原
料

血

漿

配
分
量
及
び
標
準
価
格
の
複
数
年
契
約
化
等
に
よ
る
標
準
価
格

し
よ
う

の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
見
直
し
な
ど
、
採
血
事
業
者
、
血

漿

分
画
製

し
よ
う

剤
の
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て
検
討
を
行
う
。

３

血

漿

分
画
製
剤

２

血

漿

分
画
製
剤

し
ょ
う

し
ょ
う

多
く
の
血

漿

分
画
製
剤
（
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
を
含
む
。
以
下

血

漿

分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
製
剤
に
よ
り
状
況
は
異
な
る
も
の

し
ょ
う

し
ょ
う

同
じ
。
）
は
、
薬
価
収
載
さ
れ
て
以
降
三
十
年
を
超
え
て
医
療
現
場
に

の
、
海
外
の
血

漿

に
由
来
す
る
製
剤
（
以
下｢

輸
入
製
剤｣

と
い
う
。)

し
ょ
う

安
定
的
に
供
給
さ
れ
、
我
が
国
の
医
療
に
貢
献
し
て
い
る
一
方
、
薬
価

に
一
定
程
度
依
存
し
て
い
る
。
主
な
製
剤
で
あ
る
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の

が
下
落
し
続
け
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
加
え
て
、
我
が
国
の
血

漿

分

国
内
自
給
率
が
近
年
伸
び
な
い
の
は
、
輸
入
製
剤
の
方
が
販
売
価
格
が

し
ょ
う

画
製
剤
の
需
要
に
応
じ
た
血

漿

成
分
採
血
比
率
の
上
昇
に
よ
る
原
料

安
い
た
め
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
こ
こ
数
年
は
輸
入
製
剤
の
販
売
量
が

し
ょ
う

血

漿

の
価
格
の
上
昇
、
ま
た
は
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
る
原
料
価

若
干
増
加
し
て
い
る
。
国
内
の
献
血
由
来
の
製
剤
の
販
売
量
を
伸
ば
す

し
ょ
う

格
の
上
昇
な
ど
に
よ
り
、
血

漿

分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
の
収
益

た
め
に
は
、
輸
入
製
剤
と
価
格
競
争
が
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が

し
ょ
う

を
強
く
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
原
料
血

漿

価
格
の
低
減
、
製
造
コ
ス
ト
の

し
ょ
う

血

漿

分
画
製
剤
の
採
算
性
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
安
定
供
給
が
求
め

削
減
、
製
造
規
模
の
拡
大
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
ょ
う

ら
れ
る
血

漿

分
画
製
剤
の
供
給
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、
十
分
配

し
ょ
う

慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
、
製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
関
及
び
薬
局
に
お

い
て
は
、
医
療
に
不
可
欠
な
血

漿

分
画
製
剤
の
価
値
に
見
合
っ
た
価

し
ょ
う

格
交
渉
に
よ
り
、
単
品
単
価
に
よ
る
取
引
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

五

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

製
造
販
売
業
者
等
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
行
動
規
範
を
見
直
し
、
必

要
に
応
じ
改
定
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
・
継
続
的
に

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
強
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。
六

複
数
の
採
血
事
業
者
を
想
定
し
た
血
液
事
業
の
あ
り
方

国
は
、
国
内
自
給
及
び
安
定
供
給
の
確
保
、
献
血
者
の
健
康
保
護
及
び

献
血
者
が
採
血
事
業
者
を
選
択
で
き
る
選
択
権
の
確
保
等
を
念
頭
に
、
審

－３９－
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。
例
え
ば
、
抗
血
液
凝
固
第
Ⅸ
ａ
／
Ⅹ
因
子
ヒ
ト
化
二
重
特
異
性
モ
ノ
ク

ロ
ー
ナ
ル
抗
体
の
よ
う
に
、
作
用
が
長
時
間
持
続
す
る
こ
と
が
期
待
で
き

、
ま
た
、
皮
下
注
射
が
可
能
と
な
る
と
い
っ
た
、
患
者
の
利
便
性
に
資
す

る
医
薬
品
の
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
抗
凝
固
因
子
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
生
体
内
で
の
凝
固
因
子
と

抗
凝
固
因
子
と
を
平
衡
化
す
る
こ
と
に
よ
り
血
友
病
の
治
療
を
行
う
医
薬

品
の
臨
床
試
験
が
進
ん
で
お
り
、
イ
ン
ヒ
ビ
タ
ー
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

、
皮
下
注
射
に
よ
り
治
療
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
国
は
、
臨

床
試
験
の
状
況
を
注
視
し
て
い
く
。
加
え
て
、
Ｈ
Ｌ
Ａ
の
不
適
合
の
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
る
な
ど
の
利
点
を
有
す
る
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
由
来
の
血
小
板
の

研
究
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

国
は
、
学
会
等
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
欧
米
等
で
は
使
用
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
国
内
で
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
血
液
製
剤
等
や
適
応
に
つ
い

て
、
所
管
部
局
内
で
開
催
さ
れ
る
検
討
会
に
お
い
て
、
諸
外
国
で
の
承
認

状
況
や
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
製
造
販
売
業
者

へ
の
開
発
要
請
等
を
通
じ
て
、
開
発
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。

四

血
液
製
剤
等
の
価
格
等

五

血
液
製
剤
の
販
売
価
格

１

輸
血
用
血
液
製
剤

１

輸
血
用
血
液
製
剤

輸
血
用
血
液
製
剤
に
係
る
血
液
事
業
は
、
原
料
の
採
血
か
ら
製
剤
の

輸
血
用
血
液
製
剤
の
販
売
価
格
が
高
い
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
海
外

検
査
、
製
造
、
供
給
に
至
る
ま
で
を
、
現
在
は
唯
一
の
採
血
事
業
者
か

の
輸
血
用
血
液
製
剤
と
価
格
を
比
較
す
る
と
、
日
本
の
方
が
高
い
も
の

つ
製
造
販
売
業
者
等
が
実
施
し
て
い
る
た
め
、
競
争
原
理
が
働
か
な
い

も
あ
れ
ば
安
い
も
の
も
あ
っ
た
。
輸
血
用
血
液
製
剤
に
か
か
る
血
液
事

。
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
等
は
、
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障

業
は
、
原
料
の
採
血
か
ら
製
剤
の
検
査
、
製
造
、
供
給
に
至
る
ま
で
を

を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
輸
血
用
血
液
製
剤
を
供
給
す
る
ま

日
本
赤
十
字
社
が
唯
一
の
事
業
者
と
し
て
実
施
し
て
い
る
た
め
競
争
原

で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め

理
は
働
か
な
い
。
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提

る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で
も
安
価
な
製
剤
を
供
給
で
き
る
よ
う
、
努
力

と
し
て
、
輸
血
用
血
液
製
剤
を
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な

を
す
る
必
要
が
あ
る
。

い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で

も
安
価
な
製
剤
を
供
給
で
き
る
よ
う
、
国
及
び
日
本
赤
十
字
社
が
努
力

を
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

原
料
血

漿
し
ょ
う

採
血
事
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
原
料
血

漿

の
確
保
に
関
し
て
、

し
ょ
う

血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
原
料
血

－４０－
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最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
諸
外
国
の
状
況
も
勘
案
し
、
専
門
家
の

意
見
を
聴
き
な
が
ら
、
採
血
基
準
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。

二

血
液
製
剤
の
表
示

三

血
液
製
剤
の
表
示

血
液
製
剤
の
投
与
を
受
け
る
患
者
等
が
、
当
該
血
液
製
剤
の
原
料
の
由

血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
の
選
択
の
機
会
を
確
保

来
に
つ
い
て
、
知
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、
医

す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
に
基
づ
き
、
直
接
の
容
器
又
は

採
血
国
及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

直
接
の
被
包
に
、
採
血
国
及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
し
な
く

。
特
に
血

漿

分
画
製
剤
を
と
り
ま
く
歴
史
的
経
緯
や
倫
理
的
な
観
点
か

し
よ
う

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
が
患
者
等
に
対
し
、
で
き
る
限
り

ら
そ
の
製
剤
の
原
料
で
あ
る
血
液
の
由
来
を
知
り
た
い
と
考
え
て
い
る
患

こ
れ
ら
の
説
明
を
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
例
え
ば
、
血

漿

分
画
製
剤
の

者
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
医
療
関
係
者
が
患
者
に
対
し
、
で
き
る
限
り
こ

し
ょ
う

説
明
文
を
用
意
し
た
り
、
そ
の
説
明
に
薬
剤
師
等
を
活
用
し
た
り
す
る
な

れ
ら
の
説
明
を
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
例
え
ば
、
医
薬
品
た
る
血

漿

分

し
ょ
う

ど
、
国
、
製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、
環
境
整
備
を
進
め
る

画
製
剤
の
説
明
文
を
用
意
し
た
り
、
そ
の
説
明
に
薬
剤
師
等
を
活
用
す
る

必
要
が
あ
る
。

な
ど
、
環
境
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
推
進
に
よ
り
患
者

が
使
用
す
る
血
液
製
剤
を
選
択
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
う
ち
、
特
定
生
物
由
来
製
品
に
つ
い

て
も
、
採
血
国
及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

三

血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
の
推
進

四

血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
の
推
進

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
安
全

性
の
向
上
に
係
る
技
術
開
発
の
支
援
等
を
行
い
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、

よ
り
安
全
性
の
高
い
血
液
製
剤
の
開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。
ま
た
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
及
び
国
内
の
献
血
に
基
づ
く
国
内
自
給

等
の
観
点
か
ら
、
原
料
血

漿

の
供
給
量
、
血

漿

分
画
製
剤
の
国
内
製
造

し
ょ
う

し
ょ
う

業
者
の
製
造
能
力
等
を
勘
案
す
る
と
、
今
後
と
も
、
遺
伝
子
組
換
え
製
剤

等
の
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
開
発
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

製
造
販
売
業
者
等
は
、
既
存
の
血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

い
わ
ゆ
る
人
工
血
液
等
、
新
た
に
開
発
さ
れ
る
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

（
以
下
「
血
液
製
剤
等
」
と
い
う
。
）
と
の
比
較
に
お
い
て
優
れ
た
安
全

に
つ
い
て
は
、
血
液
製
剤
と
の
比
較
に
お
い
て
優
れ
た
安
全
性
及
び
有
効

性
及
び
有
効
性
を
有
す
る
も
の
の
製
品
化
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
血
液
製

性
を
有
す
る
も
の
の
製
品
化
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
研
究
開
発
を
推
進
す

剤
等
の
研
究
開
発
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
、
国
は
、
そ
れ
を
支
援
す
る

る
必
要
が
あ
る
。

－４１－
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置
並
び
に
責
任
医
師
及
び
担
当
技
師
の
配
置
を
働
き
か
け
る
。
医
療
関
係

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
そ
の

者
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
管
理
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
使

よ
う
な
医
療
機
関
に
対
し
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、
院
内
に
お
け
る
輸

用
状
況
を
把
握
し
、
適
正
使
用
に
努
め
る
。

血
療
法
委
員
会
及
び
輸
血
部
門
の
設
置
並
び
に
責
任
医
師
の
任
命
を
働
き

か
け
る
も
の
と
す
る
。

三

患
者
等
に
対
す
る
説
明

三

患
者
等
に
対
す
る
説
明

医
療
関
係
者
は
、
患
者
等
に
対
し
、
血
液
製
剤
の
有
効
性
及
び
安
全
性

医
療
関
係
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
に
応
じ
て
血
液
製
剤
の
適
切
な
使

そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
し
て
適
切

用
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
血
液

か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。

製
剤
に
関
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
と
同
意
を
得

ま
た
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
八

そ
の
他
献
血
及
び
血
液
製
剤
に
関
す
る
重
要
事
項

第
八

そ
の
他
献
血
及
び
血
液
製
剤
に
関
す
る
重
要
事
項

一

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
に
関
す
る
事
項

一

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
に
関
す
る
事
項

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
は
、
血
液
製
剤
の
需
給
動
向
に
重
要
な
影
響
を

遺
伝
子
組
換
え
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
を
は
じ
め
と
す
る
血
液
製
剤

与
え
る
た
め
、
第
五
に
示
し
た
と
お
り
、
そ
の
計
画
的
な
製
造
及
び
供
給

代
替
医
薬
品
は
、
血
液
製
剤
の
需
給
動
向
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
た
め

が
行
わ
れ
て
い
る
。

、
第
五
に
示
し
た
と
お
り
、
そ
の
計
画
的
な
製
造
及
び
供
給
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
第
六
に
示
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
第
六
に
示

づ
く
規
制
を
適
用
す
る
。
な
お
、
患
者
等
へ
の
説
明
あ
る
い
は
記
録
の
保

し
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

存
等
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
、
特
定
生
物
由
来
製
品
と
同
様
に
行

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
患
者
又

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
及
び
同
意
あ
る
い
は
記
録
の
保
存
等
に
つ
い
て
も

、
必
要
に
応
じ
、
特
定
生
物
由
来
製
品
と
同
様
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
は
、
血
液
に
由
来
す
る
製
剤
と
同
様
に
、
そ
れ

患
者
等
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ぞ
れ
の
患
者
に
応
じ
適
切
に
、
ま
た
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

二

採
血
基
準
の
見
直
し

四
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
等
の
対
象
年
齢
等
を
規
定
し
て
い
る

採
血
基
準
に
関
し
て
は
、
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
量
の
確
保
と
と
も

に
、
献
血
者
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
に
、
体
重
、
採
血
間
隔
、
血
中
ヘ

モ
グ
ロ
ビ
ン
値
、
比
重
等
の
デ
ー
タ
や
新
た
な
感
染
症
の
発
生
状
況
等
の

－４２－
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い
血
液
製
剤
の
開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
血
液
製
剤
の
開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
情

ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
情

報
を
収
集
し
、
技
術
開
発
を
支
援
し
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及

報
を
収
集
し
、
技
術
開
発
を
支
援
し
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及

び
製
造
業
者
が
そ
れ
ら
の
技
術
を
早
期
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と

び
製
造
業
者
が
そ
れ
ら
の
技
術
を
早
期
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

四

自
己
血
輸
血
の
取
り
扱
い

五

自
己
血
輸
血
等
の
取
扱
い

輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
り
、
感
染
症
、
免
疫
学
的
副
作
用
等
が
発
生
す

輸
血
に
よ
り
、
感
染
症
、
免
疫
学
的
副
作
用
等
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
は

る
リ
ス
ク
は
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
院
内
で
の
実
施
管
理

完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
己
血
輸
血
は
推

体
制
が
適
正
に
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
自
己
血
輸
血
は
推
奨
さ
れ
る

奨
さ
れ
る
手
法
で
あ
る
。
自
己
血
輸
血
を
行
う
際
は
、
法
第
二
十
四
条
第

手
法
で
あ
り
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
、
輸
血
療
法
の
実
施
等
に

二
項
に
基
づ
き
定
め
る
基
準
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
に
沿
っ
て
適

関
す
る
指
針
に
お
い
て
、
自
己
血
輸
血
の
取
扱
い
を
医
療
機
関
に
示
し
て

切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

い
る
。

ま
た
、
自
己
血
輸
血
を
除
き
、
院
内
血
輸
血
は
、
安
全
性
の
問
題
等
が

ま
た
、
自
己
血
輸
血
を
除
き
、
院
内
血
輸
血
は
、
安
全
性
の
問
題
及
び

あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
負
担
の
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と

し
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

第
七

血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
事
項

第
七

血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
事
項

一

血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進

一

血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進

国
は
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
、
輸
血
療
法
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
の
特
徴
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
適
正
な

を
医
療
機
関
に
示
し
て
お
り
、
適
宜
改
定
を
行
い
、
そ
の
普
及
を
図
る
。

使
用
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
教

ま
た
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
教
育
等
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
適
正
使

育
、
研
修
等
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
働
き
掛
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

用
を
働
き
か
け
て
い
く
。
さ
ら
に
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
使

あ
る
。

用
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
調
査
を
行
い
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の

国
は
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
、
輸
血
療
法
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針

効
果
的
な
方
法
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め

を
医
療
機
関
に
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血

の
方
策
を
講
ず
る
。

液
製
剤
の
使
用
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
定
期
的
に
評
価
し
、
必

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
の
特
徴
を
十
分
に
理
解
し
、
患
者
に
真
に

要
に
応
じ
て
当
該
指
針
を
見
直
す
等
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の
よ
り

必
要
な
場
合
に
限
っ
て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る
な
ど
、
適
正
な
使
用
に
努

効
果
的
な
方
法
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
。

二

院
内
体
制
の
整
備

二

院
内
体
制
の
整
備

国
及
び
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
血
液
製
剤
を
用
い
た
輸
血

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
が
適
正
に
な
さ
れ

療
法
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
輸
血
療
法
委
員
会
及
び
輸
血
部
門
の
設

る
よ
う
、
院
内
の
血
液
製
剤
を
管
理
し
、
使
用
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備

－４３－
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法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑

わ
れ
る
感
染
症
の
発
生
等
の
原
因
の
調
査
を
求
め
、
血
液
製
剤
に
よ
る
保

健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
の
三
に
基
づ
く
血
液

製
剤
の
販
売
等
の
一
時
停
止
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
七
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
基
づ
く
血
液
製
剤
の
回
収
等
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
基
づ
く
品
質
管
理
等
の
方
法
の

改
善
の
措
置
等
の
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
定
期
報
告
、
副
作
用
等
報
告
の
血
液
製
剤

血
液
製
剤
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
に
お
い
て

の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
審
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
委
員
等
と
遅
滞
な

、
専
門
家
、
患
者
等
と
遅
滞
な
く
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に

く
共
有
す
る
と
と
も
に
、
国
民
、
医
療
関
係
者
に
対
し
適
切
か
つ
迅
速
に

対
し
適
時
適
切
か
つ
迅
速
に
情
報
を
公
開
し
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

情
報
を
公
開
し
、
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
情
報
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は

、
患
者
等
に
対
す
る
不
利
益
や
偏
見
、
差
別
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
製
造
販
売

な
お
、
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
等

業
者
等
、
採
血
事
業
者
及
び
医
療
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
感
染
症
に
関

に
関
す
る
情
報
、
安
全
技
術
の
開
発
動
向
、
海
外
の
制
度
等
を
参
照
し
な

す
る
情
報
、
安
全
技
術
の
開
発
動
向
、
海
外
の
制
度
等
を
参
照
し
な
が
ら

が
ら
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
追
求
し
、
必
要
に
応
じ
て
体
制
の
充
実
・
強

、
必
要
に
応
じ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

化
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
り
感
染
症
の
発
生
等
が
判
明
し
た
場
合
の
対
応

国
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
り
、
感
染
症
等
の
保
健
衛
生
上
の
危
害

の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遡

及
調
査
を
速
や
か
に
実
施
し
、
ほ
か
の
患
者
等
へ
の
健
康
被
害
が
拡
大
し

な
い
よ
う
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
九
条
の
三
に
基
づ
く
製
品
の
販
売
等
の
一
時

停
止
や
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
く
回
収
等
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
不
利
益
や

偏
見
、
差
別
に
配
慮
し
つ
つ
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
を
始
め
と
す
る
国
民

や
医
療
機
関
等
へ
各
種
の
手
法
に
よ
り
迅
速
に
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
原
因
の
究
明
、
改
善
の
指
示
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
進
及
び
早
期
導
入

四

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
進
及
び
早
期
導
入

製
造
販
売
業
者
等
は
、
病
原
体
の
不
活
化
・
除
去
技
術
の
向
上
、
よ
り

製
造
販
売
業
者
等
は
、
病
原
体
の
不
活
化
・
除
去
技
術
の
向
上
、
よ
り

高
感
度
か
つ
高
精
度
の
検
査
方
法
の
開
発
等
を
通
じ
、
よ
り
安
全
性
の
高

高
感
度
か
つ
高
精
度
の
検
査
方
法
の
開
発
等
を
通
じ
、
よ
り
安
全
性
の
高

－４４－
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を
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
、
指
導
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

採
血
事
業
者
は
、
血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
リ
ス
ク

採
血
事
業
者
は
、
血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
リ
ス
ク

を
で
き
る
限
り
排
除
す
る
た
め
に
、
献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
実
を
図

を
で
き
る
限
り
排
除
す
る
た
め
に
、
献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
実
を
図

る
な
ど
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者

ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者
は
、
予
め
献
血
者
に
対
し

は
、
予
め
献
血
者
に
対
し
、
検
査
を
目
的
と
し
た
献
血
を
行
わ
な
い
よ
う

、
検
査
を
目
的
と
し
た
献
血
を
行
わ
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
必
要
が
あ

周
知
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

る
。

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
の
免
疫
学
的
副
作
用
の
発
生
に
も
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
に
つ
い
て
も
、
安
全
性
の
確
保
を
図
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

適
切
か
つ
迅
速
な
安
全
対
策
の
実
施

二

迅
速
か
つ
適
切
に
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備

採
血
事
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
に
よ
り
、
そ
の
採
取
し
た
血
液
を
原

国
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、
感
染
症

料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
血
液
製
剤
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又

等
、
血
液
製
剤
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
そ
の
情
報
を

は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

評
価
し
、
安
全
対
策
の
実
施
を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
遡
及

場
合
に
は
、
当
該
血
液
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
、
当
該
血
液
製
剤
の
製

調
査
を
速
や
か
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

造
販
売
業
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
に
基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
っ
て
保

健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
関
係
者
及
び
販
売
業
者
等
は
、
同
条
第
二
項

に
基
づ
き
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
こ
れ
ら

の
必
要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
基
づ
き
、
医
療
関
係
者
は
同
条
第
二
項
に

基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
副
作
用
、
感
染
症

の
発
生
等
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
速
や
か
に
報

告
（
以
下
「
副
作
用
等
報
告
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
製

造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、
副
作
用
等
報
告
に
際
し
て

遡
及
調
査
を
行
う
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等

－４５－
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薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
）
。
ま
た
、
製
造
業
者
は

、
特
定
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
遡
及
調
査
の
た
め
に
必
要
な
量
を

適
切
に
保
存
す
る
こ
と
（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び

品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
十
八
条
）
。

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
基
づ
き
、
生

製
造
販
売
業
者
及
び
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器

物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
医
薬
品
等
承
認
取
得
者
は

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又

の
二
十
四
に
定
め
る
感
染
症
定
期
報
告
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
製

は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の

造
業
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
遡
及
調
査
の
た
め
に
必
要

十
七
の
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料

な
量
を
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

に
よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
知
見
に
基
づ
き
当
該
生
物
由
来
製
品
を

医
療
関
係
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
を
使
用
す
る
際
に
は
、
原
材
料

評
価
し
、
そ
の
成
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
定
期
的
に
報
告
（
以
下
「
感
染

に
由
来
す
る
感
染
の
リ
ス
ク
等
に
つ
い
て
、
特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が

症
定
期
報
告
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
医
薬
品
、
医
療
機
器

。
ま
た
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条

感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
又
は
当
該
感
染
症
定
期
報
告
に
関

の
二
十
一
に
基
づ
き
、
そ
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適

す
る
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
感
染
症
定
期
報
告
の
状
況
に
つ
い
て
審

正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

議
会
に
報
告
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
聴
い
て

し
、
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
と
同
意
を
得
る
よ
う
努

、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

め
る
も
の
と
す
る
。

置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
上
の
措
置
に
加
え
て
、
法
第
二
十
九
条
に
基
づ
き
、

厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
定
期
報
告
に
つ
い
て
審
議
会
に
報
告
し
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
聴
い
て
、
採
血
事
業
者
に
対

す
る
指
示
そ
の
他
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
一
に
基
づ
き
、
医
療
関
係

者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の

適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
患
者
等
に
対
し
、
適
切

な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

、
血
液
製
剤
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を

得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
「
都

道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
に
応
じ
、
医
療
関
係
者
が
安
全
対
策

－４６－



- 18 -

の
国
内
自
給
と
安
定
供
給
の
確
保
に
支
障
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
需
給
計
画
に
お
い
て
当
該
年
度
に
輸
出
す
る

と
見
込
ま
れ
る
血

漿

分
画
製
剤
の
種
類
及
び
量
を
定
め
る
こ
と
と
し
、

し
ょ
う

血

漿

分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
需
給
計
画
作
成
の
た
め
の
届

し
ょ
う

出
事
項
と
し
て
、
翌
年
度
に
輸
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血

漿

分
画
製
剤

し
ょ
う

の
種
類
及
び
量
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
と
す
る
。

第
六

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
事
項

第
六

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
事
項

一

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

一

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基
づ
き
、
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
は
、
そ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

の
感
染
の
リ
ス
ク
等
を
踏
ま
え
、
原
材
料
の
採
取
及
び
製
造
か
ら
市
販
後

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
感
染
の
リ
ス
ク

に
至
る
各
段
階
に
お
い
て
、
一
般
の
医
薬
品
等
に
お
け
る
各
種
基
準
に
加

等
を
踏
ま
え
、
原
材
料
の
採
取
及
び
製
造
か
ら
市
販
後
に
至
る
各
段
階
に

え
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

血
液
製
剤
は
、
こ

お
い
て
、
一
般
の
医
薬
品
等
に
お
け
る
各
種
基
準
に
加
え
、
以
下
に
掲
げ

れ
ら
の
基
準
等
を
柱
と
し
て
一
層
の
安
全
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。

る
基
準
等
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
柱
と
し
て
、
血
液
製
剤
の
一
層
の

安
全
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

１

保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
定
め
る
原
料
等
及
び
品
質
等
の
基
準
（
生

１

原
材
料
採
取
の
方
法
等
に
つ
い
て
保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
定
め
る

物
由
来
原
料
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
号
）
及

品
質
等
の
付
加
的
な
基
準

び
生
物
学
的
製
剤
基
準
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
五

）
）

２

構
造
設
備
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特

２

構
造
設
備
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特

性
に
応
じ
た
基
準
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省

性
に
応
じ
た
付
加
的
な
基
準

令
第
二
号
）
、
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理

の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号

）
）

３

直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
等
に
お
い
て
、
感
染
の
リ
ス
ク
等
を

３

直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
等
に
お
い
て
、
感
染
の
リ
ス
ク
等
を

有
す
る
こ
と
か
ら
適
正
に
使
用
す
べ
き
医
薬
品
等
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

有
す
る
こ
と
か
ら
適
正
に
使
用
す
べ
き
医
薬
品
等
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
安
全
性
の
確
保
に
関
し
必
要
な
表
示
を
行
う
こ
と
（

か
に
す
る
た
め
、
安
全
性
の
確
保
に
関
し
必
要
な
付
加
的
な
表
示
を
行

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
）

う
こ
と
。

４

病
原
体
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
講
ず
る

４

病
原
体
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
講
ず
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
、
販
売
業
者
及
び
医
療
関

こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
必

係
者
は
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
（
医

要
な
事
項
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

－４７－
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結
果
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

国
は
、
現
に
原
料
血

漿

が
配
分
さ
れ
て
い
る
製
造
販
売
業
者
等
に
加

し
ょ
う

え
、
新
た
に
原
料
血

漿

の
配
分
を
希
望
し
、
こ
れ
を
原
料
に
国
内
に
血

し
ょ
う

漿

分
画
製
剤
を
供
給
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
対
す
る
配
分
を
、
審
議

し
ょ
う

会
が
法
の
規
定
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
配
分
ル
ー
ル
に
従
っ
て
実
施
す
る

こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
外
国
に
製
造
所
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等

も
配
分
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
と
す
る
。

三

供
給
危
機
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

四

血
液
製
剤
の
確
保

国
は
、
災
害
等
の
場
合
に
あ
っ
て
も
供
給
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い

国
は
、
災
害
等
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
血
液
製
剤
の
供
給
に
支
障
を
来

よ
う
、
特
に
有
効
期
間
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤
を
中
心
に
血

す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
に
よ
る
安
定
供
給

漿

分
画
製
剤
を
含
め
、
製
造
販
売
業
者
等
に
在
庫
状
況
等
を
確
認
さ
せ

に
必
要
な
量
の
備
蓄
の
状
況
等
に
関
し
、
適
宜
、
確
認
を
行
う
な
ど
、
そ

し
よ
う

、
広
域
的
な
対
応
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
製
造
販
売
業
者
等
に

の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
る
供
給
を
支
援
す
る
。
ま
た
、
平
時
よ
り
一
定
程
度
の
在
庫
確
保
の
要

請
や
、
緊
急
時
に
代
替
製
剤
の
増
産
を
要
請
す
る
な
ど
、
そ
の
安
定
供
給

を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
は
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
の
血
液
製
剤
の
供
給
体
制
等

を
製
造
販
売
業
者
等
と
協
議
を
し
、
防
災
計
画
に
盛
り
込
む
な
ど
、
平
時

か
ら
災
害
に
備
え
た
対
応
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

製
造
販
売
業
者
等
は
、
災
害
時
等
の
緊
急
的
な
対
応
を
常
に
考
慮
し
つ

つ
、
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
緊
急
時
の

製
造
や
供
給
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や
訓
練
、
災
害
に
備
え
た
設

備
の
整
備
な
ど
、
体
制
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
血

漿

分
画
製
剤
の
安
定
供
給
の
観
点
か
ら
、
代
替
製

し
ょ
う

剤
が
な
く
、
一
つ
の
製
造
販
売
業
者
が
単
独
で
供
給
す
る
製
品
の
解
消
の

た
め
、
同
効
能
製
品
が
複
数
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
体
制
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

四

血

漿

分
画
製
剤
の
輸
出
等

し
ょ
う

連
産
工
程
の
中
で
生
じ
る
今
ま
で
廃
棄
さ
れ
て
い
た
国
内
献
血
由
来
中

間
原
料
を
活
用
し
た
血

漿

分
画
製
剤
の
輸
出
な
ど
、
献
血
血
液
の
有
効

し
ょ
う

活
用
及
び
海
外
の
患
者
の
ア
ン
メ
ッ
ト
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ニ
ー
ズ
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
血

漿

分
画
製
剤
の
輸
出
が
、
国
内
の
血
液
製
剤

し
ょ
う

－４８－
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な
お
、
需
給
計
画
を
策
定
す
る
際
に
は
、
当
該
血

漿

分
画
製
剤
の
需

需
給
計
画
を
策
定
す
る
際
に
は
、
当
該
血

漿

分
画
製
剤
の
需
給
動
向

し
ょ
う

し
ょ
う

給
動
向
の
み
な
ら
ず
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
、
治
療
法
等
を
考
慮
し
、

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
製
造
に
使
用
す
る
原
料
血

漿

の
量
の
動
向
、
当
該

し
ょ
う

審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
策
定
す
る
。

製
剤
に
代
替
す
る
医
薬
品
、
治
療
法
等
を
考
慮
し
、
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
策
定
す
る
。

ま
た
、
血

漿

分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
剤
の
製
造

血

漿

分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
需
給
計
画
に
沿
っ
て
、
計

し
ょ
う

し
ょ
う

又
は
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、
需
給
計
画
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

画
的
に
血

漿

分
画
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

し
ょ
う

と
も
に
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
の
実
績
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け

と
も
に
、
そ
の
製
造
実
績
等
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
が
必
要

れ
ば
な
ら
な
い
。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
報
告
が
需
給
計
画
に
照
ら
し

で
あ
る
。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
報
告
を
受
け
、
安
定
供
給
の
確
保
の

著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
は
、
需
給
計
画
を
尊
重
し
て
製
造
又

観
点
か
ら
、
需
給
計
画
を
尊
重
し
て
適
正
に
製
造
及
び
供
給
が
行
わ
れ
る

は
輸
入
す
べ
き
こ
と
を
必
要
に
応
じ
勧
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
う
、
必
要
に
応
じ
勧
告
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
国
内
の
献
血
に
由
来
す
る
血
液
製
剤
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業

者
等
は
、
そ
の
供
給
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
今
後
の
国
内
自
給
の
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
国
内
の
献
血
に

由
来
す
る
原
料
血

漿

を
一
旦
海
外
へ
輸
出
し
て
外
国
の
工
場
に
お
い
て

し
ょ
う

製
剤
化
し
て
日
本
へ
輸
入
す
る
血
液
製
剤
を
取
り
扱
う
こ
と
が
特
に
必
要

で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
の
趣
旨
で
あ
る
国
内
で
の
安
定
供
給
及

び
国
内
自
給
の
推
進
と
両
立
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
輸
入
血
液
製

剤
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
課
題
毎
に
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

二

原
料
血

漿

の
配
分

三

原
料
血

漿

の
配
分

し
ょ
う

し
ょ
う

原
料
血

漿

の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
国
は
、
必
要
に
応
じ
て
採
血
事

国
は
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
の
製
造
能
力
及
び
製
造
効
率
を

し
ょ
う

業
者
と
協
力
し
て
、
製
造
販
売
業
者
等
か
ら
個
別
に
翌
年
度
の
血

漿

分

勘
案
し
、
安
定
供
給
に
必
要
な
血

漿

分
画
製
剤
の
適
正
な
水
準
の
生
産

し
よ
う

し
ょ
う

画
製
剤
の
需
給
に
係
る
情
報
を
収
集
し
、
製
造
販
売
業
者
等
の
製
造
能
力

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
審
議
会
に
お
け
る
公
正
か
つ
透
明
な
審
議
を
踏
ま

及
び
製
造
効
率
を
勘
案
し
、
安
定
供
給
に
必
要
な
血

漿

分
画
製
剤
の
適

え
、
需
給
計
画
に
お
い
て
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
も
し
く
は
製
造

し
ょ
う

正
な
水
準
の
製
造
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
審
議
会
に
お
け
る
公
正
か
つ
透

業
者
か
ら
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
へ
の
血

漿

の
配
分
量
及
び
配

し
ょ
う

明
な
審
議
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画
に
お
い
て
採
血
事
業
者
か
ら
製
造
販
売

分
す
る
際
の
標
準
価
格
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

業
者
等
へ
の
原
料
血

漿

の
配
分
量
及
び
配
分
す
る
際
の
標
準
価
格
を
定

し
ょ
う

め
る
こ
と
と
す
る
。

採
血
事
業
者
は
、
需
給
計
画
を
尊
重
し
て
原
料
血

漿

を
配
分
す
る
こ

採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
需
給
計
画
を
尊
重

し
ょ
う

と
が
必
要
で
あ
る
。

し
て
原
料
血

漿

を
配
分
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
は

し
ょ
う

、
計
画
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
た
め
、
原
料
血

漿

の
配
分

し
ょ
う

－４９－
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い
う
。
）
に
よ
り
、
貧
血
者
、
年
少
者
、
妊
娠
中
の
者
そ
の
他
採
血
が
健

康
上
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
る
者
か
ら
採
血
し
て
は
な
ら
な
い
。

採
血
事
業
者
は
、
採
血
副
作
用
の
種
類
・
発
生
頻
度
、
採
血
後
の
注
意

事
項
等
の
献
血
に
関
す
る
情
報
を
献
血
者
に
周
知
し
、
献
血
後
の
休
憩
を

十
分
に
と
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
採
血
副
作
用
の
未
然
防
止
策
を
実
施
す

る
。ま

た
、
採
血
事
業
者
の
無
過
失
あ
る
い
は
過
失
が
明
ら
か
で
な
い
場
合

に
お
け
る
、
献
血
者
に
生
じ
た
健
康
被
害
に
対
し
て
は
、
採
血
事
業
者
は

、
所
管
部
局
長
が
別
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
迅
速
に
被
害

補
償
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
五

血
液
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
に
関
す
る
事
項

第
五

血
液
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
に
関
す
る
事
項

一

血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保

一

基
本
的
な
考
え
方

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
す
べ
て
国
内
献
血
に
よ

血
液
製
剤
は
安
定
的
に
供
給
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
血

り
賄
わ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る

液
製
剤
の
供
給
に
当
た
っ
て
は
、
緊
急
時
の
輸
入
、
国
内
で
製
造
が
困
難

必
要
が
あ
る
。

な
血
液
製
剤
の
輸
入
等
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
海
外
の
血
液
に
依

存
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
、
原
則
と
し
て
国
内
の
献
血
に
基
づ
く
国
内
自

給
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
内
の
献
血
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
血
液
が
有
効
に
利
用
さ
れ
、
血
液
製
剤
と
し
て
安
定
的
に
供
給
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
部
の
製
剤
で
供
給
に
支
障
が
生
じ
る
よ

う
な
緊
急
事
態
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
製
造
販
売
業
者
等
は
所
要
の
在
庫

を
保
有
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

血

漿

分
画
製
剤
は
、
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
供
給
等

こ
の
た
め
、
保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
製
造
、
供

し
ょ
う

の
需
要
動
向
を
適
時
適
切
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労

給
等
の
需
給
動
向
を
適
時
適
切
に
把
握
す
る
必
要
の
あ
る
血

漿

分
画
製

し
ょ
う

働
大
臣
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
を
含
め
、
法
第
二
十
五
条
に
基
づ
き

剤
に
つ
い
て
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
を
含
め
、
法
第
二
十
五
条
に
基

需
給
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。

づ
き
、
第
二
に
示
し
た
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画

を
策
定
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
輸
血
用
血
液
製
剤
に
つ
い

て
は
、
災
害
時
等
の
緊
急
的
な
対
応
を
常
に
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
需
給
が

季
節
的
に
変
動
す
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
献
血
推
進
計
画
等
に
よ
り
、
安

定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
の
需
給
計
画

－５０－
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制
度
に
よ
る
献
血
者
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

制
度
に
よ
る
献
血
者
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

ま
た
、
希
少
血
液
の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

た
、
希
少
血
液
の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

。
さ
ら
に
、
今
後
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
献
血
可
能
人
口
が
減
少
す
る
こ

さ
ら
に
、
今
後
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
献
血
可
能
人
口
が
減
少
す
る
こ

と
か
ら
、
中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
は
、
献
血
者
に
配
慮
し
た
献
血
受
入

と
か
ら
、
中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
は
、
献
血
者
に
配
慮
し
た
献
血
受
入

時
間
帯
を
設
定
す
る
な
ど
献
血
者
の
利
便
性
を
よ
り
向
上
さ
せ
た
献
血
受

時
間
帯
を
設
定
す
る
な
ど
献
血
者
の
利
便
性
を
よ
り
向
上
さ
せ
た
献
血
受

入
体
制
を
工
夫
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
献
血
者
の
意
見
を

入
体
制
を
工
夫
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
献
血
者
の
意
見
を

聴
取
し
な
が
ら
そ
の
方
策
を
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

聴
取
し
な
が
ら
そ
の
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

四

献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
び
評
価

四

献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
び
評
価

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確

認
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血
事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
の

認
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血
事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
の

実
績
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
体
制
を
構
築
し
、
必
要
に
応
じ
、
献

実
績
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
体
制
を
構
築
し
、
必
要
に
応
じ
、
献

血
推
進
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

血
推
進
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五

災
害
時
等
に
お
け
る
献
血
者
の
確
保
等

製
造
販
売
業
者
等
の
保
有
す
る
血
液
製
剤
、
特
に
有
効
期
間
の
短
い
血

小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤
の
在
庫
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
採
血
事
業
者

は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
も
協
力
し
、
供
給
に
支
障
を
及
ぼ
す
危
険

性
を
回
避
す
る
よ
う
献
血
者
の
確
保
に
つ
い
て
早
急
な
対
策
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
採
血
事
業
者
は
、
災
害
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
と
協
力
し
、
あ
ら
か
じ
め
対
策
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
血
液

製
剤
の
供
給
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
献
血
者
の
確
保
に
つ
い

て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

六

献
血
者
の
安
全
確
保
等

国
、
採
血
事
業
者
は
、
献
血
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、
献
血
者

の
安
全
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
法
第
十
五
条
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
採
血
事
業

者
に
対
し
て
、
採
血
す
る
血
液
の
量
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
法
第
二
十

四
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
採
血
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
献
血

者
等
に
つ
き
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
二
項
に
基
づ
き

、
採
血
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
別
表
第
二
（
以
下
「
採
血
基
準
」
と

－５１－
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さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
あ
ら
か
じ
め
災
害
時
の
対
応
を

検
討
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
お
け
る
献
血
が
確
保
さ
れ
、
血
液
が
適

切
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
採
血
事
業

者
は
、
あ
ら
か
じ
め
災
害
時
に
お
け
る
献
血
受
入
体
制
を
構
築
し
、
各
採

血
所
間
に
お
け
る
需
給
調
整
が
迅
速
に
で
き
る
よ
う
備
え
る
こ
と
に
よ
り

、
災
害
時
に
お
け
る
献
血
量
の
確
保
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

献
血
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画

二

献
血
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画

国
は
、
献
血
に
よ
り
確
保
す
べ
き
血
液
の
目
標
量
、
そ
の
目
標
量
確
保

国
は
、
献
血
に
よ
り
確
保
す
べ
き
血
液
の
目
標
量
、
そ
の
目
標
量
確
保

の
た
め
の
基
本
的
な
施
策
、
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎

の
た
め
の
基
本
的
な
施
策
、
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎

年
度
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意

年
度
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意

見
を
聴
い
て
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま
た
、
献
血
推
進

見
を
聴
い
て
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま
た
、
献
血
推
進

計
画
に
基
づ
き
、
国
民
の
献
血
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及

計
画
に
基
づ
き
、
国
民
の
献
血
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及

び
啓
発
、
採
血
事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
や
献
血
者
の
保
護
に
対
す

び
啓
発
、
採
血
事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
や
献
血
者
の
保
護
に
対
す

る
協
力
等
を
行
う
。

る
協
力
等
を
行
う
。

都
道
府
県
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定
め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定
め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、

毎
年
度
、
血
液
製
剤
の
需
給
の
状
況
、
適
正
使
用
の
推
進
状
況
、
人
口
動

毎
年
度
、
血
液
製
剤
の
需
給
の
状
況
、
適
正
使
用
の
推
進
状
況
、
人
口
動

態
等
を
考
慮
し
て
、
効
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公

態
等
を
考
慮
し
て
、
効
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公

表
す
る
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
住
民
の
献
血
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の

表
す
る
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
住
民
の
献
血
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の

広
報
、
献
血
推
進
組
織
の
育
成
、
献
血
の
受
入
れ
の
円
滑
な
実
施
等
の
措

広
報
、
献
血
推
進
組
織
の
育
成
、
献
血
の
受
入
れ
の
円
滑
な
実
施
等
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
と
と
も
に
献
血
推
進
の
た
め
の
所
要
の

市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
と
と
も
に
献
血
推
進
の
た
め
の
所
要
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

献
血
受
入
計
画

三

献
血
受
入
計
画

採
血
事
業
者
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定
め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き

採
血
事
業
者
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定
め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き

、
毎
年
度
、
献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
国
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

、
毎
年
度
、
献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
国
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
献
血
受
入
体
制
を
着
実
に
整
備

ら
な
い
。
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
献
血
受
入
体
制
を
着
実
に
整
備

し
、
献
血
の
受
入
れ
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

し
、
献
血
の
受
入
れ
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
採
血
時
の
安
全
性
の
確
保
、
事
故
へ
の

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
採
血
時
の
安
全
性
の
確
保
、
事
故
へ
の

対
応
、
献
血
者
の
個
人
情
報
の
保
護
、
採
血
に
よ
る
献
血
者
等
の
健
康
被

対
応
、
献
血
者
の
個
人
情
報
の
保
護
、
採
血
に
よ
る
献
血
者
等
の
健
康
被

害
の
補
償
等
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
環
境
の
整
備
、
採
血
に
際

害
の
補
償
等
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
環
境
の
整
備
、
採
血
に
際

し
て
の
血
液
検
査
に
よ
る
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
び
献
血
者
登
録

し
て
の
血
液
検
査
に
よ
る
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
び
献
血
者
登
録

－５２－
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実
施
等
献
血
機
会
の
増
加
、
快
適
な
献
血
ル
ー
ム
な
ど
の
環
境
整
備
を
一

層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
、
幼
少
期
も
含
め
た
若
年
層
に
対
す
る
献
血
推
進
は
、
将
来
の
献

ま
た
、
若
年
層
に
対
す
る
献
血
推
進
は
、
将
来
の
献
血
基
盤
の
確
保
と

血
基
盤
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国

い
う
観
点
か
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
年
層
に
対
し
て
は
、

、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
は
、
学
校
等
と
連
携
し
て
「
献
血
セ
ミ

学
校
と
連
携
し
て
「
献
血
セ
ミ
ナ
ー
」
を
実
施
す
る
な
ど
、
周
知
啓
発
の

ナ
ー
」
や
「
キ
ッ
ズ
献
血
」
を
実
施
す
る
な
ど
の
献
血
に
関
す
る
正
し
い

取
組
を
積
極
的
に
行
う
。
特
に
高
校
生
等
の
初
回
献
血
時
に
は
、
二
〇
〇

知
識
の
普
及
啓
発
や
、
集
団
献
血
等
の
献
血
に
触
れ
合
う
機
会
の
提
供
を

ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
献
血
を
経
験
し
て

積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
献
血
未
経
験
の
理
由
と
し
て
「
針
刺
し
の
痛
み
」
、
「
不
安
感

」
、
「
恐
怖
感
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
採
血
事
業
者
は
こ
れ
ら
の

軽
減
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
初
回
献
血
時
に
全
血
採
血
を
選

択
す
る
献
血
者
に
対
し
、
全
血
採
血
に
は
四
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採

血
と
二
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
が
あ
る
こ
と
、
採
血
基
準
を
満
た

し
て
い
れ
ば
い
ず
れ
の
採
血
で
も
安
全
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
を

必
須
と
し
、
そ
れ
で
も
四
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
選
択
す
る
こ

と
に
不
安
が
あ
る
方
に
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
選
択
し

て
も
ら
う
こ
と
で
不
安
感
の
軽
減
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
継
続
的

な
献
血
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
献
血
は
、
自
発
的
な
行
為
で
あ

り
、
献
血
者
一
人
一
人
の
心
の
充
足
感
が
活
動
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
お

り
、
献
血
に
協
力
い
た
だ
く
方
々
が
、
心
の
充
足
感
を
得
ら
れ
継
続
し
て

献
血
い
た
だ
け
る
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

採
血
事
業
者
は
、
採
血
の
区
分
（
二
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
、
四

〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
、
成
分
採
血
）
は
、
献
血
者
の
意
思
を
尊

重
し
て
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
採
血
事
業
者
が
献
血
者
に
対
し
、
医
療
需
要
に
応
じ
た
採
血
区

な
お
、
四
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
及
び
成
分
採
血
は
、
献
血
量

分
の
採
血
へ
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。

を
確
保
し
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
感
染
症
等
の
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る

な
ど
の
利
点
が
あ
る
た
め
、
今
後
も
、
一
層
の
普
及
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
、
特
に
赤
血
球
製
剤
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
国
、
都
道
府
県
及
び
採
血
事
業
者
は
、
在
庫
水
準
を
常
時
把
握
し

、
在
庫
が
不
足
す
る
場
合
に
は
供
給
に
支
障
を
及
ぼ
す
危
険
性
を
回
避
す

る
よ
う
早
急
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

－５３－
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、
患
者
等
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

し
て
、
患
者
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で

。

あ
る
。

ま
た
、
法
の
施
行
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
及
び
一
部
製

ま
た
、
法
の
施
行
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
及
び
一
部

剤
の
国
内
自
給
の
確
保
が
改
善
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
今
一
度
、
献

製
剤
の
国
内
自
給
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
今
一
度
、
献
血

血
者
、
医
療
関
係
者
・
関
係
学
会
及
び
患
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
に
向

者
、
医
療
関
係
者
・
関
係
学
会
及
び
患
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
に
向

け
、
国
は
国
内
自
給
の
確
保
の
必
要
性
を
訴
え
る
必
要
が
あ
る
。

け
、
国
内
自
給
の
必
要
性
を
訴
え
る
必
要
が
あ
る
。

４

適
正
使
用
の
推
進

免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
使
用
量
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後

と
も
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
の
推
進
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ル
ブ
ミ
ン
製

剤
の
使
用
量
は
、
適
正
使
用
の
推
進
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
減
少

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
近
年
は
横
ば
い
傾
向
に
あ
り
、
引
き
続
き
適
正
使

用
が
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
一
層
の
推
進
に

努
め
る
こ
と
が
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
等
の
国
内
自
給
を
推
進
す
る
方
策

と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

第
四

献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項

第
四

献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項

一

献
血
の
推
進
の
た
め
の
取
組

一

基
本
的
な
考
え
方

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
、
献
血
推
進
協
議
会
、
民
間
の
献

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
、
献
血
推
進
協
議
会
、
民
間
の
献

血
推
進
組
織
等
は
、
本
方
針
及
び
献
血
推
進
計
画
を
踏
ま
え
、
協
力
し
て

血
推
進
組
織
等
は
、
本
方
針
及
び
献
血
推
進
計
画
を
踏
ま
え
、
協
力
し
て

、
相
互
扶
助
及
び
博
愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
献
血
推
進
運
動
を
展
開
す
る

、
相
互
扶
助
及
び
博
愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
献
血
推
進
運
動
を
展
開
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
献
血
に
つ
い
て
国
民
に
正
確
な
情

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
献
血
に
つ
い
て
国
民
に
正
確
な
情

報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

輸
血
用
血
液
製
剤
の
需
要
は
、
第
二
に
示
し
た
と
お
り
、
今
後
は
横
ば

中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
、
今
後
の
人
口
動
態
を
考
慮
す
る
と
、
献
血

い
又
は
減
少
傾
向
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
今
後
の
人
口
動
態
を
考
慮
す

可
能
人
口
が
減
少
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
の
安

る
と
、
献
血
可
能
人
口
が
減
少
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血

定
供
給
に
は
国
民
一
人
一
人
の
一
層
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら

液
製
剤
の
安
定
供
給
に
は
国
民
一
人
一
人
の
一
層
の
献
血
へ
の
協
力
が
不

れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
か
ん
が
み
、
献
血
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
、

可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
か
ん
が
み
、
献
血
に
つ

献
血
者
を
増
や
す
た
め
、
幼
少
期
も
含
め
た
若
年
層
を
中
心
に
普
及
啓
発

い
て
の
理
解
を
広
め
、
必
要
な
献
血
者
を
確
保
す
る
た
め
、
テ
レ
ビ
や
イ

を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
効
果
的
な
媒
体
を
用
い
た
複
数
回
献
血
へ
の
協
力
を

含
む
普
及
啓
発
や
、
企
業
や
団
体
等
へ
の
働
き
か
け
に
よ
る
集
団
献
血
の

－５４－
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者
が
実
施
又
は
検
討
中
の
新
た
な
原
料
血

漿

確
保
策
に
よ
り
、
二
千
二

等
血
液
事
業
に
関
わ
る
者
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
遺
伝

し
ょ
う

十
三
年
ま
で
に
は
約
二
十
万
リ
ッ
ト
ル
の
原
料
血

漿

が
平
成
三
十
年
度

子
組
換
え
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
供
給
状
況
、
国
内
の
献
血
に
由
来
す
る

し
よ
う

と
同
じ
献
血
者
数
か
ら
確
保
で
き
る
見
込
み
で
あ
る
。
一
方
、
国
内
製
造

血
液
製
剤
及
び
輸
入
さ
れ
る
血
液
製
剤
の
供
給
を
め
ぐ
る
動
向
等
も
十

販
売
業
者
の
必
要
原
料
血

漿

量
は
二
千
二
十
三
年
に
は
百
三
十
八
万
リ

分
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

し
ょ
う

ッ
ト
ル
に
達
す
る
と
の
推
計
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
血

漿

分
画

し
ょ
う

製
剤
を
供
給
す
る
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
国
内
の
医
療
需
要

を
踏
ま
え
た
原
料
血

漿

の
需
要
見
通
し
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
採
血

し
ょ
う

事
業
者
は
、
新
た
な
原
料
血

漿

確
保
策
の
早
期
実
施
に
加
え
、
我
が
国

し
ょ
う

の
医
療
需
要
に
応
じ
た
更
な
る
原
料
血

漿

の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
く

し
ょ
う

必
要
が
あ
る
。

国
は
、
外
国
血
液
由
来
の
血

漿

分
画
製
剤
の
原
料
を
国
内
献
血
由
来

し
ょ
う

の
原
料
に
置
き
換
え
て
国
内
に
導
入
す
る
と
い
う
製
造
販
売
方
針
を
有
す

る
製
造
販
売
業
者
等
に
国
内
献
血
由
来
の
原
料
を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り

、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
を
含
む
全
て
の
血

漿

分
画
製
剤
の
国
内
自
給
の

し
よ
う

確
保
を
推
進
す
る
よ
う
な
方
策
を
検
討
す
る
。

ま
た
、
国
内
に
お
け
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
増
に
対
し
て
ア

ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
更
に
、
組
織
接
着
剤
の
国

内
自
給
の
減
少
に
よ
り
、
未
利
用
の
中
間
原
料
が
発
生
す
る
現
状
に
あ
る

。
国
は
、
こ
れ
ら
未
利
用
の
中
間
原
料
を
国
内
自
給
の
確
保
を
推
進
す
る

製
造
販
売
方
針
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
配
分
す
る
方
策
を
検
討
す

る
。な

お
、
国
は
、
原
料
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
特
殊
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン

製
剤
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
の
原
料
血

漿

確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
方

し
ょ
う

策
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

三

医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

３

医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
等
は
、
医
療

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
等
は
、
医

関
係
者
及
び
患
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対

療
関
係
者
及
び
患
者
に
対
し
、
国
内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
に

し
、
国
内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
に
由
来
す
る
製
剤
の
意
義
に
つ

由
来
す
る
製
剤
の
意
義
に
つ
い
て
の
啓
発
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

い
て
の
啓
発
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

医
療
関
係
者
に
お
い
て
は
、
献
血
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製
剤

医
療
関
係
者
に
お
い
て
は
、
献
血
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製

は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う
な
血
液
製
剤
に
関
し
て

剤
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う
な
血
液
製
剤
に
関

－５５－
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の
拡
大
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
献
血
由
来
製
剤
の
意
義
の
啓
発
、
患
者

へ
の
情
報
提
供
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進
等
の
方
策
を
各
関
係
者

が
実
践
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
特
殊
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
の
原
料
血

漿

確
保
の
実
現
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
国
内
製
造
の
方
策
を
引
き

し
ょ
う

続
き
検
討
し
て
い
く
。

一

輸
血
用
血
液
製
剤

二

国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策

１

献
血
量
の
確
保

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者
は
、
第
二
に
示
し
た
血
液
製
剤

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者
は
、
第
二
に
示
し
た
血
液
製

に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
第
四
に
示
す
と
お
り

剤
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
第
四
に
示
す
と

、
計
画
的
な
献
血
の
推
進
に
努
め
、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
の
た

お
り
、
計
画
的
な
献
血
の
推
進
に
努
め
、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
た

め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

今
後
も
、
効
率
的
な
献
血
の
受
入
や
、
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
努
力

が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進
に
よ
り
、

引
き
続
き
医
療
需
要
に
応
じ
た
国
内
献
血
に
よ
る
輸
血
用
血
液
製
剤
の
供

給
を
確
保
す
る
。

二

血

漿

分
画
製
剤

２

国
内
に
お
け
る
献
血
由
来
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
製
造

し
ょ
う

血

漿

分
画
製
剤
に
つ
い
て
も
、
一
と
同
様
に
、
国
内
自
給
の
確
保
の

と
供
給

し
ょ
う

た
め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

国
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
五
に
示
す
と
お
り
、
国

国
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
第
五
に
示

内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
が
す
べ
て
有
効
に
利
用
さ
れ
、
医
療
需

す
と
お
り
、
国
内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
及
び
原
料
血

漿

が

し
ょ
う

要
に
応
じ
て
、
血
液
製
剤
と
し
て
国
内
に
過
不
足
な
く
供
給
さ
れ
る
よ
う

す
べ
て
有
効
に
利
用
さ
れ
、
医
療
需
要
に
応
じ
て
、
血
液
製
剤
と
し
て

、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
に
向
け
た
製
造
及
び
供
給
の
た
め
の
体

国
内
に
過
不
足
な
く
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
に
向

制
を
整
備
し
、
血
液
事
業
の
安
定
的
な
運
営
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
安

け
た
製
造
及
び
供
給
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
血
液
事
業
の
安
定
的

定
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
運
営
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

。

こ
の
た
め
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、
採
血
か
ら
製
造
及

こ
の
た
め
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
採

び
供
給
に
至
る
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
事
業
の
最
大
限
の
効
率
化
及

血
か
ら
製
造
及
び
供
給
に
至
る
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
事
業
の
最

び
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

大
限
の
効
率
化
及
び
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
採
血
事
業
者
に
お
け
る
平
成
三
十
年
度
の
採
血
体
制
で
の
原
料

ま
た
、
国
は
、
国
内
自
給
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
、
採
血
事
業
者

血

漿

最
大
確
保
量
は
約
百
万
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
。
加
え
て
、
採
血
事
業

、
製
造
販
売
業
者
等
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
、
医
療
関
係
者
、
献
血
者

し
よ
う

－５６－
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る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
国
内
自
給
の
方
策
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

三

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

三

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
等
に
つ
い
て

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
つ
い
て
は

は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
と
し
て
、
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
が
供
給
さ
れ

、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
と
し
て
、
血
液
に
由
来
す
る
製
剤
の
外
に
遺
伝

て
い
る
状
況
に
あ
る
。
引
き
続
き
、
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給

子
組
換
え
製
剤
が
輸
入
に
よ
り
供
給
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
な
お
、

が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

将
来
的
に
は
遺
伝
子
組
換
え
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
第
Ⅸ
因
子
製
剤
の
国
内

で
の
製
造
の
可
能
性
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
遺
伝
子
組
換
え
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
は
、
今
後
、
徐
々
に
供
給
さ

れ
て
い
く
と
見
込
ま
れ
る
が
、
当
該
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
状
況
を
確
認

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
三

血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事

第
三

血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事

項

項
一

基
本
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
安
全
性
の
向
上
に
常
に
配
慮
し
つ
つ
安
定
的
に
供
給
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
国
内
の
献
血
に
基
づ
く
国
内
自
給
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
四

年
現
在
、
国
内
自
給
を
達
成
し
て
い
る
輸
血
用
血
液
製
剤
、
血
液
凝
固
第

Ⅷ
因
子
製
剤
（
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
）
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因

子
製
剤
（
複
合
体
及
び
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
）
に
加
え
、
ア
ル

ブ
ミ
ン
製
剤
（
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
）
及
び
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン

製
剤
等
の
血
液
製
剤
に
つ
い
て
も
、
平
成
三
十
年
を
目
途
に
国
内
自
給
の

達
成
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。
な
お
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
（
遺
伝
子
組
換

え
製
剤
を
除
く
。
）
の
国
内
自
給
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
遺
伝
子
組
換
え

ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
供
給
状
況
も
影
響
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。ま

た
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
（
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
）
及
び
免

疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
等
の
血

漿

分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
国
内
自
給
を

し
ょ
う

推
進
す
る
た
め
に
、
国
内
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
献
血
量
の
確

保
、
原
料
血

漿

の
有
効
利
用
、
献
血
由
来
原
料
血

漿

を
使
用
し
た
生
産

し
ょ
う

し
ょ
う

－５７－
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的
に
原
料
血

漿

を
確
保
し
、
供
給
し
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度
及

し
ょ
う

び
平
成
二
十
四
年
度
の
原
料
血

漿

確
保
目
標
量
は
九
十
五
万
リ
ッ
ト

し
ょ
う

ル
と
定
め
、
原
料
血

漿

の
確
保
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

し
よ
う

需
要
に
見
合
う
供
給
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
過
去
の
供
給
状
況
等
を

勘
案
す
る
と
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
百
二
十
万
リ
ッ
ト
ル
程
度
ま

で
の
量
が
供
給
可
能
と
予
測
さ
れ
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
供
給
状

況
に
も
よ
る
が
、
今
後
と
も
、
需
要
に
見
合
う
供
給
が
可
能
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
。

２

免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
及
び
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤

血

漿

分
画
製
剤
の
う
ち
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
及
び
ア
ル
ブ
ミ

し
ょ
う

ン
製
剤
の
供
給
量
は
、
製
造
に
要
す
る
原
料
血

漿

量
に
換
算
し
て
、

し
ょ
う

平
成
二
十
四
年
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
九
十
四
万
リ
ッ
ト
ル
及
び
百
四
十

八
万
リ
ッ
ト
ル
で
あ
り
、
う
ち
国
内
献
血
に
由
来
す
る
も
の
の
供
給
量

は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
十
万
リ
ッ
ト
ル
及
び
八
十
七
万
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
。

免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
製
造
販
売

ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
近
年
横
ば
い
傾
向
と
な
っ
て
お
り
、
今

業
者
に
お
い
て
更
に
適
応
を
拡
大
す
る
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

後
の
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
の
需
要
を
注
視
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、

ら
、
今
後
の
需
要
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

需
要
に
見
合
う
供
給
が
可
能
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
免
疫
グ

ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
近
年
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
更
に
適
応
を
拡
大

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
（
複
合
体
製
剤

す
る
開
発
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
後
の
需
要
を
注

を
除
く
。
）
の
需
要
も
、
近
年
横
ば
い
傾
向
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

視
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
当
面
は
需
要
に
見
合
う
供
給
が
可
能
で

需
要
に
見
合
う
供
給
が
見
込
ま
れ
る
。

あ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

引
き
続
き
、
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要

３

血
液
凝
固
因
子
製
剤
等

が
あ
る
。

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
（
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
）
及
び

血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
（
複
合
体
及
び
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く

。
）
は
、
す
べ
て
国
内
献
血
で
賄
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
製
剤
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
が
、
血

漿

由
来
製
剤
及
び
遺
伝
子
組
換
え
製
剤

し
ょ
う

の
特
性
及
び
副
作
用
の
発
現
状
況
並
び
に
危
機
管
理
的
な
対
応
を
考
慮

し
た
製
造
体
制
及
び
製
造
能
力
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
国
内
献
血
由

来
製
剤
を
一
定
量
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
特
殊
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
等
多
く
を
輸
入
に
依
存
し
て
い

－５８－



- 6 -

る
。

第
二

血
液
製
剤
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し

第
二

血
液
製
剤
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し

血
液
製
剤
及
び
用
法
、
効
能
及
び
効
果
に
つ
い
て
血
液
製
剤
と
代
替
性
が

血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
需
給
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ

あ
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供

れ
ら
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
と
し
て
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
今
後
五

給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十

年
間
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
号
）
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
血
液
製
剤

代
替
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
需
給
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
中
期

的
な
需
給
の
見
通
し
と
し
て
、
二
千
二
十
三
年
度
ま
で
の
今
後
五
年
間
の
状

況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

輸
血
用
血
液
製
剤

一

輸
血
用
血
液
製
剤

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
す
べ
て
国
内
献
血
で
賄

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
す
べ
て
国
内
献
血
で
賄

わ
れ
て
い
る
。
直
近
五
年
間
で
み
る
と
、
需
要
は
横
ば
い
又
は
減
少
傾
向

わ
れ
て
い
る
。
直
近
五
年
間
で
み
る
と
、
輸
血
用
血
液
製
剤
の
需
要
は
増

と
な
っ
て
い
る
。
輸
血
用
血
液
製
剤
を
多
く
使
用
す
る
高
齢
者
が
増
加
す

加
傾
向
に
あ
る
た
め
、
そ
の
需
要
動
向
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

る
も
の
の
、
腹
腔
鏡
下
内
視
鏡
手
術
な
ど
出
血
量
を
抑
え
た
医
療
技
術
の

進
歩
等
に
よ
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後
も
続
く
も
の
と
製
造
販
売
業
者
は
予

測
し
て
い
る
が
、
今
後
の
需
要
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
引
き
続
き
、

我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
に
お
い
て
は
、
全
血
製
剤
、
赤
血
球
製
剤
、
血
小
板
製

剤
及
び
血

漿

製
剤
に
つ
い
て
、
血
液
量
に
換
算
し
て
合
計
九
十
七
万
リ

し
ょ
う

ッ
ト
ル
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
血

漿

分
画
製
剤
の
原
料
血

漿

を
含
め
、

し
ょ
う

し
ょ
う

約
五
百
二
十
七
万
人
の
献
血
者
か
ら
の
血
液
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
。

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
引
き
続
き
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ

る
一
方
で
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進
が
さ
ら
に
図
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
医
療
に
必
要
な
輸
血
用
血
液
製
剤
は
今
後
と
も
国
内
献
血
で
賄
わ

れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

二

血

漿

分
画
製
剤

二

血

漿

分
画
製
剤

し
ょ
う

し
ょ
う

１

原
料
血

漿
し
ょ
う

原
料
血

漿

に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
需
給
計
画
に
お
い
て
翌
年
度

し
ょ
う

に
確
保
さ
れ
る
べ
き
原
料
血

漿

の
量
の
目
標
を
定
め
た
上
で
、
計
画

し
ょ
う

－５９－
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の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
採
血
事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

採
血
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
の
受
入
れ
を
推
進

し
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
協
力
す
る

と
と
も
に
、
献
血
者
等
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
安
全

な
血
液
製
剤
の
安
定
的
か
つ
適
切
な
供
給
並
び
に
そ
の
安
全
性
の
向
上

に
寄
与
す
る
技
術
の
開
発
並
び
に
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

医
療
関
係
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使

用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集

及
び
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
取
扱
い

用
法
、
効
能
及
び
効
果
に
つ
い
て
血
液
製
剤
と
代
替
性
が
あ
る
医
薬
品

（
以
下
「
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
安

全
性
の
確
保
及
び
向
上
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
は
、
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
、
計

画
的
に
製
造
及
び
供
給
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
患
者
へ
の
必
要
に
応
じ
て
、
適
切
か
つ
適
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
安
全
性
や
供
給
の
状
況
等
に
つ
い
て
も
、
血

液
製
剤
と
同
様
に
十
分
な
情
報
を
公
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

国
民
の
理
解
と
参
加

三

国
民
の
理
解
と
参
加

国
民
一
人
一
人
が
、
献
血
に
由
来
す
る
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
が
提

国
民
一
人
一
人
が
、
献
血
に
由
来
す
る
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

理
解
し
、
積
極
的
に
献
血
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
、
国
民
が
今
後

理
解
し
、
積
極
的
に
献
血
に
協
力
す
る
こ
と
等
を
通
じ
、
国
民
が
今
後
の

の
血
液
事
業
の
健
全
な
展
開
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

血
液
事
業
の
健
全
な
展
開
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
国
民
の
血
液
事
業
へ
の
参
加
を
促
す
た
め
、
血
液
事
業
に
関

わ
る
者
は
、
国
民
に
対
し
、
血
液
事
業
や
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
に
関

す
る
分
か
り
や
す
い
情
報
の
積
極
的
な
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

－６０－
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適
正
な
使
用
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

に
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る
な
ど
、
適
切
か
つ
適

正
な
使
用
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
内
自
給
及
び
安

定
供
給
の
確
保
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
医
療
機
関
に
お
い
て
、
血
液
製
剤
の
管
理
体
制
を
整
備

し
、
血
液
製
剤
の
使
用
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
な
ど
、
血
液
製
剤
の

適
正
な
使
用
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
を
推
進
す
る
た

め
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
や
輸
血
療
法
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針
を

状
況
の
変
化
に
応
じ
て
改
定
し
、
そ
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療

機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行

う
な
ど
、
適
正
使
用
を
更
に
促
進
す
る
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
と

す
る
。

４

公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上

４

公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上

国
等
は
、
献
血
者
の
善
意
に
こ
た
え
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
、
医
療
関

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
献
血
の
推
進
、
適
正
使
用
の
推
進
等
法
に
基
づ

係
者
な
ど
血
液
事
業
に
関
わ
る
者
は
、
献
血
者
の
善
意
に
こ
た
え
、
国

く
血
液
事
業
に
係
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
状
況
等
に
つ
き
、
十
分
な

民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
献
血
の
推
進
、
適
正

分
か
り
や
す
い
情
報
を
公
開
・
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
等

使
用
の
推
進
等
血
液
事
業
に
係
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
、

は
、
血
液
事
業
の
公
正
か
つ
透
明
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

血
液
製
剤
の
安
全
性
や
供
給
の
状
況
等
に
つ
き
、
十
分
な
情
報
を
公
開

す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
血
液
事
業
に
関
わ
る
者
は
、

血
液
事
業
の
公
正
か
つ
透
明
な
運
営
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
法
に
基
づ
き
、
国
等
に
は
、
次
の
よ
う
な
責
務
が
課
さ
れ
て

い
る
。

１

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び

安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、

及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自

給
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
献
血
に
関
す
る
国
民
の
理
解

及
び
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用

の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
に
つ
い
て
住
民

－６１－
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。

ど
、
安
全
性
の
確
保
及
び
そ
の
向
上
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

こ
れ
ま
で
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。

法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
き

）
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子

、
我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ

製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
問
題
と
い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
お

感
染
問
題
と
い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、
よ
り
一
層
の
安

り
、
よ
り
一
層
の
安
全
確
保
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
は

全
確
保
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
は
、
平
成
十
四
年
七
月

、
平
成
十
四
年
七
月
に
公
布
さ
れ
た
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ

に
公
布
さ
れ
た
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一

せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
を
踏
ま
え
、

六
号
）
を
踏
ま
え
、
安
全
性
情
報
の
収
集
・
評
価
等
の
安
全
対
策
が
迅

安
全
性
情
報
の
収
集
・
評
価
及
び
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡

速
か
つ
的
確
に
行
わ
れ
、
常
に
そ
の
実
効
性
が
検
証
さ
れ
る
よ
う
な
体

大
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
等
の
安
全
対
策
が
迅
速
か
つ
的
確

制
に
よ
っ
て
血
液
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

に
行
わ
れ
、
常
に
そ
の
実
効
性
が
検
証
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
に
よ
っ
て

血
液
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２

国
内
自
給
と
安
定
供
給
の
確
保

２

国
内
自
給
の
原
則
と
安
定
供
給
の
確
保

国
は
、
倫
理
性
、
国
際
的
公
平
性
等
の
観
点
に
立
脚
し
、
国
内
で
使

法
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る

用
さ
れ
る
血
液
製
剤
が
、
原
則
と
し
て
国
内
で
行
わ
れ
る
献
血
に
よ
り

こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
倫
理
性
、
国

得
ら
れ
た
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
海
外
の
血
液
に
依
存
し
な

際
的
公
平
性
等
の
観
点
に
立
脚
し
、
国
内
で
使
用
さ
れ
る
血
液
製
剤
が

く
て
も
済
む
体
制
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。

、
原
則
と
し
て
国
内
で
行
わ
れ
る
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
を
原
料

ま
た
、
国
は
、
中
期
的
な
需
給
見
通
し
に
基
づ
き
、
貴
重
な
血
液
製

と
し
て
製
造
さ
れ
、
海
外
の
血
液
に
依
存
し
な
く
て
も
済
む
体
制
を
構

剤
を
献
血
に
よ
り
確
保
し
、
医
療
需
要
に
応
じ
て
過
不
足
な
く
安
定
的

築
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
中
期
的
な
需
給
見
通
し
に
基
づ
き
、

に
供
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
国
は
、
血

漿

分
画
製
剤
に
つ
い

有
限
で
貴
重
な
血
液
製
剤
を
献
血
に
よ
り
確
保
し
、
医
療
需
要
に
応
じ

し
ょ
う

て
は
、
供
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
毎
年
度
、

て
過
不
足
な
く
安
定
的
に
供
給
す
る
必
要
が
あ
る
。

需
給
計
画
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と

特
に
、
血

漿

分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
供
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え

し
ょ
う

と
す
る
。

た
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
毎
年
度
、
需
給
計
画
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り

、
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

３

適
正
使
用
の
推
進

３

適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
が
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
を
原
料

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
が
人
の
血
液
に
由
来
す
る
有
限
で
貴
重

と
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
原
料
で
あ
る
血
液
の
特
性
に
か

な
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
原
料
に
由
来
す
る
感
染
の
リ
ス
ク
等
に
つ
い

ん
が
み
、
患
者
に
真
に
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る

て
特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
患
者
に
真

－６２－
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が
必
要
で
あ
る
。

給
計
画
、
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画
並
び
に
採
血
事
業
者

が
定
め
る
献
血
受
入
計
画
に
基
づ
い
て
一
体
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

本
方
針
は
、
血
液
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る
必

本
方
針
は
、
血
液
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
三
項
に
基
づ
き

要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
法
第
九
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
五
年
ご

、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
も

、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
一

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的

第
一

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的

な
方
向

な
方
向

一

基
本
的
な
考
え
方

一

基
本
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
を
原
料
と
す
る
貴
重
な
も
の

血
液
製
剤
は
人
体
か
ら
採
取
さ
れ
た
血
液
を
原
料
と
す
る
有
限
で
貴
重

で
あ
る
こ
と
を
、
国
民
に
ま
ず
十
分
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
並
び
に
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む

国
並
び
に
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同

。
以
下
同
じ
。
）
）
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
（
製
造
販
売
業

じ
。
）
、
採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
等
（
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業

者
、
製
造
業
者
及
び
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
医
療
関
係
者

者
及
び
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
医
療
関
係
者
な
ど
血
液
事

な
ど
血
液
事
業
に
関
わ
る
者
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
に
基

業
に
関
わ
る
者
は
、
法
に
基
づ
き
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
確
実
に
果
た
す
と

づ
き
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
確
実
に
果
た
す
と
と
も
に
、
法
に
掲
げ
ら
れ
た

と
も
に
、
法
に
掲
げ
ら
れ
た
以
下
の
四
つ
の
基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
、

基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
、
各
般
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

各
般
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

。
法
に
お
い
て
は
、
基
本
理
念
と
し
て
次
の
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

１

安
全
性
の
向
上

１

安
全
性
の
向
上

血
液
製
剤
は
、
人
の
血
液
を
原
料
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
感
染
症

血
液
製
剤
は
医
療
の
領
域
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
て
お
り

の
発
生
の
リ
ス
ク
を
有
し
て
い
る
。
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
病
原

、
ま
た
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
病
原
体
の
発
見
、
そ
の
検
査
法

体
の
発
見
、
そ
の
検
査
法
や
不
活
化
・
除
去
技
術
の
開
発
・
導
入
等
を

や
不
活
化
技
術
の
開
発
・
導
入
等
を
通
じ
、
血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染

通
じ
、
そ
の
リ
ス
ク
は
著
し
く
低
減
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年

症
等
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
は
著
し
く
低
減
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

で
も
血
液
製
剤
を
介
し
て
の
感
染
症
の
発
生
は
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ

人
の
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
リ
ス
ク

の
リ
ス
ク
は
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
血
液
製
剤
は
医
療
の
領

を
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
、
製
造
過
程
に
お
け
る
病
原
体
の
不

域
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
常
に
最
新
の
科
学
的
知

活
化
処
理
等
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
を
有
す
る
。
こ
の
た

見
に
基
づ
き
、
血
液
の
採
取
か
ら
製
造
、
供
給
、
使
用
に
至
る
ま
で
、

め
、
常
に
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
血
液
の
採
取
か
ら
製
造
、

安
全
性
の
確
保
及
び
そ
の
向
上
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る

供
給
、
使
用
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
た
遡
及
調
査
体
制
を
構
築
す
る
な

－６３－
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血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
案
）
新
旧
対
照
表

Ｈ
３
０
．
６
月
部
会
意
見
を
踏
ま
え
た
修
正
後
の
変
更
部
分

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基

本
的
な
方
針

本
的
な
方
針

我
が
国
の
血
液
事
業
は
、
昭
和
三
十
九
年
の
閣
議
決
定
及
び
昭
和
六
十
年
八

我
が
国
の
血
液
事
業
は
、
昭
和
三
十
九
年
の
閣
議
決
定
を
契
機
と
し
て
、
関

月
の
血
液
事
業
検
討
委
員
会
の
中
間
報
告
等
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
血
液
製
剤

係
者
に
よ
る
多
大
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
結
果
、
輸
血
用
血
液
製
剤

を
国
内
献
血
に
よ
り
確
保
す
る
と
さ
れ
た
が
、
血

漿

分
画
製
剤
の
一
部
に
つ

に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
国
内
自
給
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

し
ょ
う

い
て
は
、
す
べ
て
を
未
だ
に
国
外
血
に
依
存
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

な
が
ら
、
血

漿

分
画
製
剤
に
関
し
て
は
、
一
部
の
製
剤
に
つ
い
て
、
国
内
自

し
ょ
う

う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
血
液
製
剤
（
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等

給
率
は
上
昇
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
他
の
製
剤
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
相
当
量

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
血
液

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
血
液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
定
的

製
剤
（
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

な
供
給
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
国
内
自
給
の
確
保
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
一
層
の

一
年
法
律
第
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

る
血
液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
定
的
な
供
給
が
確
保
さ
れ
、
か
つ

、
国
内
自
給
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
一
層
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。

ま
た
、
我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ

我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト

（
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
問
題
と
い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
問
題
と
い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、

お
り
、
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
、
今
後
、
重
大
な
健
康
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、

こ
れ
を
教
訓
と
し
て
、
今
後
、
重
大
な
健
康
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
血
液
製

血
液
製
剤
の
安
全
性
を
向
上
す
る
た
め
の
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

剤
の
安
全
性
を
向
上
す
る
た
め
の
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
方
針
は
、
こ
れ
ら
の
経
緯
等
を
踏
ま
え
、
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
厚

本
方
針
は
、
こ
れ
ら
の
経
緯
等
を
踏
ま
え
、
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
血
液
製

生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
を
確
保

剤
の
安
全
性
の
向
上
、
献
血
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
血
液
に
よ
る
国
内
自
給
の
確

す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
で
あ
り
、
今
後
の
血
液
事
業
の
方
向
性
を
示
す
も

保
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
、
適
正
使
用
の
推
進
及
び
公
正
か
つ
透
明
な
血
液

の
で
あ
る
。
血
液
事
業
は
、
本
方
針
、
本
方
針
に
基
づ
き
定
め
る
献
血
推
進
計

事
業
の
実
施
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
、
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
策
定
す

画
及
び
需
給
計
画
、
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画
並
び
に
採

る
基
本
的
な
方
針
で
あ
り
、
今
後
の
血
液
事
業
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る

血
事
業
者
が
定
め
る
献
血
受
入
計
画
に
基
づ
い
て
一
体
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と

。
血
液
事
業
は
、
本
方
針
、
本
方
針
に
基
づ
き
定
め
る
献
血
推
進
計
画
及
び
需

－６４－



安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 

（昭和 31 年法律第 160 号）－抄－ 

 

（基本理念） 

第３条 血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全性の向上に常

に配慮して、製造され、供給され、又は使用されなければならない。 

２ 血液製剤は、国内自給（国内で使用される血液製剤が原則として国内で行われる

献血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。）が確保

されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。 

３ 血液製剤は、献血により得られる血液を原料とする貴重なものであること、及び

その原料である血液の特性にかんがみ、適正に使用されなければならない。 

４ 国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当

たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければならない。 

 

（基本方針） 

第９条 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための

基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向 

二 血液製剤（用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再

生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同じ。）

についての中期的な需給の見通し 

三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項 

四 献血の推進に関する事項 

五 血液製剤の製造及び供給に関する事項 

六 血液製剤の安全性の向上に関する事項 

七 血液製剤の適正な使用に関する事項 

八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると

認めるときは、これを変更するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。 

５ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するものとする。 
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